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表紙：福島県浪江町の小学校校庭で作業する労働者
（2018年10月）

Page 2,3：福島県浪江町大堀地区で作業する労働者
（2018年10月）
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裏表紙：福島県浪江町の小学校校庭で作業する労働者
（2018年10月）
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1. 概要

東京電力福島第一原発事故の発生から8年、そして避
難指示解除から2年が経った今もなお、浪江町、飯舘
村の旧帰還困難区域の放射線レベルは、避難者が戻っ
て安全に暮らせるレベルにはなっていない。それが、
グリーンピースの調査の結論である。2018年10月に
行った最新の調査では、労働者の被ばくリスクについ
て着目した。労働者に対する搾取と過酷な労働環境に
ついては、国連の人権専門家も注視している。また、
本報告書は、日本政府が子どもの権利擁護という国際
的義務を遵守できていない点も指摘している。子ども
に対する放射線防護措置は、条約上の義務であり、放
射線に対する感受性が成人より高い子どもを被ばくか
ら守る取り組みは特に重要だ。

福島第一原発の労働者や除染作業員、そして福島の子
どもたちは、東電福島原発事故によるリスクの最前線
に立たされている。これに対し日本政府は、労働者や
子どもたちの放射線防護に関してなされた国際的な
勧告を無視し続けている。

浪江町と飯舘村の帰還困難区域のグリーンピースによ
る調査は、地元住民の協力により行うことができた。

放射線リスク、長期的推定被ばく線量および
基準の見直し
飯舘村と浪江町で2017年3月に避難指示が解除され
た地域では、国際的にも勧告されている公衆被ばく
限度である年間1ミリシーベルトを、はるかに上回り
続けており、今後数十年間にわたりそのような状態
が続くだろう。グリーンピースはこれが21世紀の半
ばまで続き、現在の日本政府の除染基準である毎時
0.23マイクロシーベルトをはるかに上回ると推定し
ている。

毎時0.23マイクロシーベルトは、年間1ミリシーベ
ルトを達成するために日本政府が設定した目安となる
線量である。この線量は、1日あたり8時間を外で過
ごすことや、木造家屋の遮蔽率を前提として計算され
ている。特に記述のない限り、本報告書では、1年間
の被ばく線量については、地表から1メートルの高さ
での空間線量値をもとに、24時間365日1年間そこ
にいたもの（計8,760時間）とみなして計算した値を
記す。

より汚染度の高い浪江町の帰還困難区域の場合、状況
はさらに深刻だ。放射線量が毎時0.23マイクロシー
ベルトに近づくまでには、少なくとも今後数十年、地
域によっては来世紀を待たなければならないだろう。

日本政府は、年間1〜5ミリシーベルトの範囲を含む
低線量被ばくによるがんや、その他の健康リスクに関
する科学的証拠を無視し続けている1。さらに、住民
がそれ以上の放射線にさらされるであろう浪江町と飯
舘村の避難指示が解除された。今後さらに同町、同
村および双葉町、大熊町、富岡町、葛尾村のより放射
線量の高い地域の避難指示を解除する計画を進めて
いる。

日本政府は、年間1ミリシーベルトを「長期目標」と
しているが、「長期」とは具体的に「いつ」を示すの
かを明らかにしないまま、2018年には、毎時0.23マ
イクロシーベルトという除染基準の見直しのプロセス
を開始した。この問題について政府に助言する機関で
ある「放射線審議会」では、2018年9月に次のよう
な発言があった。「0.23は、住民にとって安全かどう
かの固定観念になっている」「除染をしても線量が下
がらないなかで、0.23が大きな問題として残ってい
る」2。毎時0.23マイクロシーベルトは、政府が、一
般人の被ばく限度年間1ミリシーベルトを1時間あた
りの放射線量に換算し、自然放射線量分を加えて算出
したものだ。しかし、多くの地域で毎時0.23マイク
ロシーベルトを超えており、年間1ミリシーベルトが
達成できていない。だから年間1ミリシーベルトを見
かけ上で達成できるように基準の見直しをしている。
そのような見直しをすれば、年間1ミリシーベルトを
達成する地域は増えるだろう。つまりは除染が成功
していると見せかけることができる。しかし、実際に
は、多くの地域を除染ができない山林が占めているこ
となどから、除染は成功しているとは言えない。政
府は、多くの地域で被ばく線量が年間1ミリシーベル
トとなるような期限を設定できていないなか、政府は
基準値のほうを変えようとしている。日本政府が住
民の健康と人権をないがしろにしていることは明ら
かである。
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調査結果概要
浪江町の帰還困難区域  

グリーンピースが2018年10月に実施した、浪江町の
帰還困難区域内の住宅、農地、林（元牧草地）の放射
線測定調査は、政府の毎時0.23マイクロシーベルト
をはるかに超える結果となった。東電福島第一原発か
ら西北西約10キロほどにある大堀地区のごく一部が
政府の「復興拠点」に認定されており、2023年3月の
避難指示解除が目指されている3。しかし、グリーン
ピースの調査は、大堀地区が最も広範囲に、そして、
最も高濃度に汚染された地域であることを明らかにし
た。大堀地区では、4,899カ所で測定を行い、平均値
は毎時4.0マイクロシーベルト、最大値は毎時24.3マ
イクロシーベルトであった。

2018年10月23日、大堀地区の道路沿いで労働者が作
業していた。そこでは、地表から1メートルの高さで
毎時12マイクロシーベルト、50センチメートルの高
さで毎時19マイクロシーベルト、10センチメートル
の高さで、毎時64.9マイクロシーベルトのホットス
ポットを計測した。これらの数値は、東電福島原発
事故以前のバックグラウンド値の毎時0.04マイクロ
シーベルトと比べると、1メートルの高さでは300倍
となる。

2017年に続き、今回もグリーンピースの調査に協力
してくれた浪江町津島地区からの避難者である菅野み
ずえ氏の自宅の放射線を測定した。菅野氏の自宅は、
政府の除染モデルに選ばれており、2011年12月と
2012年2月に大掛かりな除染が行われた。グリーン
ピースの調査では、家屋の周辺、農地、今は竹林とな
っている元牧草地を測定した。

2018年10月の調査では、菅野氏の自宅敷地の平均値
は毎時1.3マイクロシーベルトで、2017年9月の調査
の値から変化がなかった。2018年の最大値である毎
時5.9マイクロシーベルトに対し、2017年の最大値は
毎時5.8マイクロシーベルトであった。このような傾
向は、飯舘村での2015年、2016年のグリーンピー
スの調査結果と合致している。牧草地部分の53%の
地点で、推定年間被ばく線量が日本政府の計算方法で
10ミリシーベルト以上20ミリシーベルト未満、その
場所に1年（8,760時間）居続けたとすると、17ミリ
シーベルト以上33ミリシーベルト未満となる。4つの
ゾーンを平均化した推定生涯被ばく線量（70年間）
は、屋外で過ごす時間（8時間から24時間）により
170ミリシーベルトから283ミリシーベルトの範囲
で推移することが想定される。

浪江町の避難指示が解除された地域　  

グリーンピースは、2017年に調査を行った浪江町の
小学校と幼稚園周辺、および隣接する小さな森を再
度調査した。今回の調査では、この小さな森の平均
値は、毎時1.8マイクロシーベルトで、最大値は毎時
2.9マイクロシーベルトであった。 測定地点の28％
で、推定年間被ばく線量が日本政府の計算方法で10
ミリシーベルト以上20ミリシーベルト未満、その場所
に1年（8,760時間）居続けた場合には、17ミリシー
ベルト以上33ミリシーベルト未満となる。全測定地
点で、政府の除染基準毎時0.23マイクロシーベルト
を上回っていた。2018年の調査では、小型無人機（ド
ローン）を使用して測定も行った。この測定により、
小学校の敷地と隣接の南側では除染が終わっていた
が、小学校の北側の森林では、道路沿いから20メート
ルを超える地域は除染されていないことが明らかにな
った。小型無人機による空中からの測定では、除染済
みの場所と未除染の場所の放射線レベルの高低差が際
立った。未除染の場所に近接している小学校は、より
高い線量が残る未除染の場所からの再汚染が長く続く
可能性がある。

将来再開する見込みのない学校だとしても、立ち入り
制限のない浪江町の中で、このような放射線レベルが
存在するのは憂慮すべきである。

浪江町への帰還人口が少ない理由はいくつかあるが、
放射能リスクがそのうちの一つであることは疑いよう
はなく、浪江町の人口にそれが表れている。原発事故
前の人口は2万1,434人だったが、2019年1月時点で
は896人であり、事故前の4％でしかない4。現在の
人口には、帰還した人だけでなく、新しい住民も含ま
れていることに留意する必要がある。グリーンピース
の調査結果からすれば、浪江町の住民が帰還しないと
いう苦渋の決断には正当性があると言えるだろう。
 
飯舘村の避難指示が解除された地域　

飯舘村の状況は、深刻に汚染された地域の放射線状
況の複雑さを表している。グリーンピースの調査に
協力してくれた飯舘村に住む安齋徹氏の自宅の調査を
2015年から続けてきたが、2016年から2018年の
間に、放射線量の大きな低下を示したゾーンは一つと
してなかった。その理由の一つに、近隣の森林に覆わ
れた斜面から移行する再汚染が挙げられる。飯舘村は
森林の総面積が70%を占め、浪江町もほぼ同様であ
る。森林からの再汚染は避けることができず、政府の
数千軒にものぼる家々の除染の効果が非常に限定的で
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あったこと、および今後も限定的であり続けることの
証明にほかならない。住民が帰還した場合の被ばくの
リスクの低減もまた、限定的になるだろう。

労働者の被ばくと搾取
2018年も原発労働者や除染作業員に対する人権侵害
が続いており、多くの裁判が行われている5。2018年

8月、国連人権理事会が任命する特別報告者も人権侵
害を指摘している。3人の特別報告者が日本政府にあ
てた共同声明では、「放射線被ばくリスクについて真
実でない情報を労働者に与えることによる搾取の可
能性、経済的に追い詰められている状況で有害な労働
環境を受け入れるように迫った可能性、放射線防護訓
練が妥当であったかについて、我々は深く憂慮してい
る」とした 6。グリーンピースの調査チームは、浪江

町で、労働者が高いレベルの放射線にさらされている
のを目撃し、記録した。全体のほんの一部にすぎない
除染計画は2019年も続き、多くの除染作業者が正当
化できない被ばくリスクに直面するだろう7。浪江町
でのこのような除染は、ほかの帰還困難区域と同様、 
放射線防護の観点から正当化できず、この数十年は、
住民が帰還して安全に暮らせると思われるレベルにな
ることは見込まれない。本報告書では、原発労働者お
よび被ばく労働を考えるネットワークからの協力と情
報提供によって、下請けによる不当な扱い、組織的犯
罪集団の関わり、低賃金、ホームレスの雇用、健康診
断書の偽造、放射線防護教育の欠落などについても記
した。労働者は「労働者として、人間扱いされていな
いと思いました。奴隷に例える人もいます」8 と証言
した。

除染を動かしているのは、安倍政権の政治的な意図と
企業の利益だ。日本政府が当初試算した除染費用は

2.5兆円だったが、2016年には4兆〜5兆円に修正さ
れた9。しかし、独立機関の試算では30兆円にものぼ
ると推定されている10。日本のゼネコン、そして数百
にものぼる下請け業者（そして組織的犯罪集団）に 
とって、除染は巨大な利益の源泉だ。それらはもとは 
といえば納税者のお金にほかならない。巨額の費用 
をかけているにもかかわらず、深刻に汚染された70%
もの土地は除染できず、労働者の人権侵害は続いて
いる。

子どもの被ばくと人権侵害
日本政府の東電福島原発事故後の子どもをめぐる政策
は、2018年の国連総会（UNGA）、および2019年の
国連子どもの権利委員会で追及された11。

国連人権理事会に任命されている特別報告者のバス
クト・トゥンジャク氏は国連総会に「日本が、原発

放射線調査結果概要 地上１m 高地点での空間線量 (2018/10)

最大値
(µSv/h)

平均値
(µSv/h)

測定地点数
0.23 µSv/h

以上
１ µSv/h

以上

　大堀 24.3 4.0 4,899 100% 100%
　津島 2.8 1.2 1,609 100% 71%
　菅野氏宅 5.9 1.3 2,317 100% 52%
　高瀬川 4.8 1.9 2,016 98% 59%
　幼稚園 / 小学校 2.9 1.8 1,584 100% 99%

     飯舘村　避難指示解除区域 　安齋氏宅 1.7 0.7 4,747 100% 22%

      ・ 「長期目標」 = 年間 1 mSv (0.23 µSv/h)

     （日本政府方針、国際的な一般人の最大被ばく線量）

  ・ 原発事故前のバックグラウンド線量　 毎時 0.04 µSv/h

     浪江町　避難指示解除区域

測定場所

     浪江町　帰還困難区域

2018

放射線調査結果概要　　　　　　地表１メートル地点での空間線量 （2018年10月）
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事故前の放射線許容レベルに戻さないのは、2017年
の国連人権状況審査メカニズム（普遍的・定期的レ
ビュー/UPR）の勧告を無視しているとしか見えず、
遺憾だ」12 と報告した。特別報告者は、日本政府に対
し 2011年以前に安全もしくは健全と思われていた放
射線レベルよりも高い線量の地域へ、子どもと出産
年齢女性を帰還させることについてやめるよう求め
た。また、日本政府が被ばくの許容レベルを事故以前
の20倍に引き上げたことも非難し、「高レベルの放射
能が子どもの健康と福祉に与えうる負の影響につい
て深く憂慮している」と述べた。

日本も署名している「子どもの権利条約」では、将来
の世代を含めた子どもの最善の利益が、すべての措置
をとるにあたり「主として考慮」されるとしている。
最善の利益には、到達可能な最高水準の健康を享受
するために、有害物質や汚染にさらされないように
することが含まれる13。国連子どもの権利委員会が公
表した総括所見（2019年2月1日）には、日本政府に
対して、東電福島原発事故をめぐる対策についての7
つの重要な勧告が含まれている14。それには、「（a）
避難指示区域における被ばくが、子どものリスク要因
に関する国際的に受け入れられた知見と合致するこ
とを再確認すること（b）避難指示区域外からの避難
者、特に子どもに対し、経済的支援、住宅支援、医療
そのほかの支援提供を継続すること（d）放射線量が
年1ミリシーベルトを超える地域の子どもについて包
括的かつ長期的な健康診断を実施すること」が含まれ
ている15。日本政府が子どもの権利条約の指針および
子どもの権利委員会から新たに出された勧告を遵守す
るということは、国際的に勧告されている被ばく限度
の年間1ミリシーベルト（年間20ミリシーベルトでは
なく）を適用すること、浪江町や飯舘村の帰還困難区
域の避難指示解除の計画を含め、避難指示解除計画の
中止を意味する。

ここ数年に差し迫る浪江町、飯舘村、葛尾村、双葉
町、大熊町の深刻に汚染された地域の避難指示解除に
よって、放射線リスクは悪化するだろう。

 
結論
グリーンピースの最新の調査結果から導き出される
結論は、2019年現在も、避難指示が解除された地域
を含め、浪江町と飯舘村では、放射線状況において
緊急事態が続いているということだ。放射線状況に
おける緊急事態とは、つまり、これらの放射線レベ
ルが原子力施設内で測定された場合、即座に、健康や
安全、財産と環境への深刻な影響を軽減するための措

置を講じることが当局により要求されるような事態
だ。除染労働者や、放射線の影響をより受けやすい
女性や子どもを含む浪江町や飯舘村の住民を、そのよ
うな被ばくにさらすことは、正当化できない。特に
子どもは放射線の影響をより受けやすく、また、遊び
を通して、地表レベルの放射能を取り込みやすいの
で、より憂慮される16 。

日本政府が国連加盟国に向けて、国連人権理事会の
もとで行われた普遍的・定期的レビュー（UPR）の
勧告を受け入れると表明してから1年が経つが、安倍
政権がこれまでの東電福島原発事故をめぐる政策を
改め、避難者、特に子どもと女性の人権を優先させ
る政策へと変更する兆しは見られない。

しかし、日本政府が東電福島原発事故をめぐる政策
を改めない限り、国内および国外からの批判を免れ
ることはできない。東電福島原発事故が始まってか
ら8年が経ったが、何千人もの福島原発事故被害者
が、東電や政府を相手取って訴訟を起こしている。
それには東京地方裁判所で行われている東京電力刑
事裁判、最近になって浪江町の住民によって起こさ
れた裁判も含まれる。
 
日本政府は、日本の、特に女性と子どもを安全と言え
ないレベルの放射線にさらす避難指示解除政策につい
て疑義を唱えた国連人権理事会の専門家に対し、反論
した。また一方で、福島原発労働者および除染労働者
は、低賃金、包括的な医療へのアクセス、危険なレベ
ルの放射線にさらされない権利などに関して不当な扱
いを受け続けている。グリーンピースの調査は、福島
県で最も汚染が深刻な地域で進行中の危機に焦点を当
てており、国連の人権専門家の告発が正当であること
を裏付けている。

 
日本政府への提言
・ 生涯にわたる被ばくのリスクを含む科学および福

島県民の意思に基づかない現在の帰還政策を改め
ること

・ 国連人権理事会のもとに行われた普遍的・定期的
レビュー（UPR）の勧告、および国連特別報告者
の、被ばく限度を年間1ミリシーベルトに設定する
ことを含め、すべての避難者（避難指示区域外から
の避難者を含む）と労働者の権利（被ばく限度を年
間1ミリシーベルトに戻すことを含む）についての
勧告を実行すること
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・ 子どもの権利擁護を東電福島原発事故をめぐる政
策に反映させることを含め、子どもの権利条約上
の義務を履行すること、および子どもの権利委員
会の勧告を実行に移すこと

・ 除染基準である毎時0.23マイクロシーベルト（年
間1ミリシーベルトの政府による毎時換算）という
値について、定義及びいつまでに達成するかを明ら
かにし、より高い線量を設定するような見直しはし
ないこと

・ 浪江町（津島、室原、末森、大堀地区を含む）、双
葉町、大熊町、富岡町、飯舘村、葛尾村の避難指示
解除計画を撤回すること

・ 労働者の保護のため、現在の帰還困難区域での除
染をやめること

・ 避難政策について、避難当事者（避難指示区域外
からの避難者を含む）が参加する協議機関の設置
を含め、住民の意見を反映させる透明性の高いプ
ロセスを構築すること

・ 住民の健康を守り、経済的な理由により帰還を選ば
ざるを得ないような状況ではなく、自らの意思によ
って帰還するかどうかを選択できるよう、避難者に
対する完全な賠償と経済的支援を行い、科学と予防
原則に基づいた被ばく低減策を講じること

・ 国連特別報告者からの対話とガイダンスの申し出、
およびまだ受け入れていない日本訪問の申し込み
に応えること

グリーンピースの調査結果は、日本政府が、現状の
避難指示解除政策を見直し、国内および国際的な人
権保護の義務を守り、現状の政策の包括的かつ公開
の場での評価を行うことが緊急であることを示して
いる。
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2. はじめに

東京電力福島第一原発事故が始まってから8年になろ
うとする2018年10月、グリーンピースは福島県で
の放射線調査を行った。調査は、浪江町の帰還困難区
域、および浪江町、飯舘村のすでに避難指示が解除さ
れた区域で行った。本報告書は、被ばくの最前線にい
る除染労働者と子どもの人権に着目した。

日本政府の東電福島原発事故の被害者をめぐる政策
は、国内外の批判にさらされている。暮らしを奪われ
たことに対する賠償と被ばくから命を守る権利を求め
て、東京電力と政府に対して、数千人もの福島県の住
民たちが裁判を起こしている。

2016年時点の政府の統計では、除染労働者は76,951
人になっている17。2018年のグリーンピースの調査
では、放射線の帰還困難区域で労働者が作業をしてい
たエリアも対象にした。本報告書には、組織的な搾取
と人権侵害についての労働者の証言も含めた。除染作
業などが放射線レベルの最も高い地域でも行われてお
り、国連の人権専門家が除染などに従事する労働者の

人権が侵害されていると日本政府に指摘したことは、
必要かつ緊急であり、正当性があることは明らかだ。
同様に、子どもたちについても、日本政府は、子ども
の権利条約上の義務を怠っているといわざるをえな
い。グリーンピースの調査と分析は、浪江町と飯舘村
の避難指示が解除された区域についても、帰還した場
合の生涯被ばく線量は、健康と安全の観点から容認で
きるレベルを超えていると結論づけた。

調査は、飯舘村と、浪江町の帰還困難区域の民家の持
ち主たちの協力により実現した。 

（出典：環境省  除染情報サイト  http://josen.env.go.jp/area/index.html）

地図１：特別除染地域（SDA）

特別除染地域の除染は2017年
3月末時点で完了している
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3. 調査方法

福島県飯舘村の安齋氏宅の裏山で放射線測定をするグリーンピース
放射線防護アドバイザーのレイ・レイと鈴木まい（2018年10月）
© Shaun Burnie / Greenpeace
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グリーンピースの放射線調査チームは浪江町および
飯舘村の民家の調査について、以下の調査方法を採っ
た。なお、東京電力福島第一原発事故により、セシウ
ム137とセシウム134はほぼ同量が放出されたとみら
れ、長期の累積被ばくのほとんど（98%）を占める。

1.  歩行サーベイ：

一定パターンで歩行しながら測定

•  地表から高さ1メートルの空間放射線量率を、高効
率のエネルギー補償型ヨウ化ナトリウム（NaI）シ
ンチレータであるRT30（Georadis社製／セシウ
ム137計数 2,000cps /μSv.h-1）で1秒ごとに測
定。

•  外部アンテナを付け、測位精度1メートル未満の高
精度GPS（GNSS Trimble R1）で GPS 位置座標
を1秒ごとに更新。

•  一定パターンで、できる限り格子状に歩行して計測
（放射線が局所的に高いホットスポットは探索し
ない）。

•  民家の敷地・周辺をゾーン分けし（畑、道、家屋
周辺の森など）、それぞれのゾーンで測定。一つの
民家あたり5〜10程度のゾーンを設定し、1ゾーン
あたり最少で100、中央値で200〜300カ所を測
定した。測定地点の総数は一つの民家あたり3,000
〜5,000カ所。

•  ゾーンごとに測定値（平均、最小、最大）を集計。 
一つの民家の全ゾーンの平均値 は、各ゾーンに同じ
重みを加味して、加重平均として計算。 それにより
経年比較も 可能になる（年によって測定地点数が異
なるため）。

2.  ホットスポット：

空間放射線量が高いホットスポットと要注意地点を
特定し測定。

•  地表から高さ10、50、100センチメートルにおけ
る空間放射線量率をNaI シンチレータ（RadEye 
PRD-ER）で測定。GPS 位置座標は手持ち型の 
Garmin Montana 650 で取得。

• 測定値はゾーンごとに集計。
 

３.  車両走行サーベイ：

より広い範囲を測定するために、車両の地表 1メート
ルの高さに、RT30（Georadis 社製）と位置座標収
集用GNSS受信機（GNSS Trimble R1）を積載し、
交通事情が許す限り時速20キロメートル（最高でも
時速40キロメートル）で走行した。放射線量を毎秒
測定し、毎秒記録される位置座標と同期した。

4.  小型無人機による飛行サーベイ

RT30（Georadis 社製）と衛星測位システムR1 
GNSS 受信機（Trimble社製）を使用した測定の精
度は高く、信頼性があることが証明されている。本
報告書（飯舘村の安齋氏の項目を参照）、また2018
年に発行した報告書『原発事故の写像』18 にあるよ
うに、データは2015年から蓄積され、経年比較を可
能にした。しかし、毎年完全に同じ場所の歩行サー
ベイは不可能である。福島県のおよそ70%が山林で
あり、また、平地でも植物が生い茂り、特に浪江町の
帰還困難区域のようなところでは植物が大きく成長
し、住宅の直近もその周辺も、人が立ち入っての測定
がしづらくなっているからである。

© Shaun Burnie / Greenpeace
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こうした障壁を解決するために、2018年、グリーン
ピースは精度の高い別の測定機材を小型無人機に取
り付けたモニタリングシステムを開発した。2018年
10月に、この軽量で精度の高い測定機での試験的な
測定を行い、上空からの正確な測定が可能であること
を実証できた。

小型無人機は Matrice 200（DJI 社製）を活用し、
それに非常に軽く精度の高いヨウ化セシウムシンチ
レータSigma50（Kromek 社製）、高度を測定する
ための LIDARシステム、測定地点を記録する高精度
の GPSシステム、そして地上でリアルタイムに測定
値を得るために無線送信機を搭載した。GPS座標、
高度および測定値の三つのデータは小型無人機の下
部に取り付けられた Raspberry Pi というミニコン
ピューターに毎秒同期され記録される。

この放射線モニタリング小型無人機システムを試験的
に異なる高度で使用した。その結果、地表2メートル
の低空飛行から100メートルほどの高さでさまざまな
測定ができることがわかった。第4章で、浪江町の小
学校と幼稚園の航空写真上に100メートルの高さで測
定した値を記した画像（P.24 画像4）を参照できる。

この新しく開発したモニタリングシステムは優れた
性能を示した。地上100メートルの高さであればほ
とんどの障害物を避けることができ、かつ高度150
メートル未満の飛行なので、他の諸条件をクリアす
ることで許可も不要である。Sigma50（Kromek社
製）の計数率はおよそ500〜4,000cps の間であり
（浪江町の帰還困難区域の非常に汚染の高い地域を
含む）十分な感度である。

2018年の実証試験が成功したので、2019年にはさ
らに測定精度の調整を行う計画だ。その結果および調
査方法についてはシステムの完成時に詳しく述べる。

福島県浪江町での放射線モニタリング小型無人機システムを使用した測定（2018年10月）　
© Christian Åslund / Greenpeace
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4. 放射線調査の結果

福島県浪江町津島地区の自宅で状況を説明する菅野氏
（2018年10月）

© Shaun Burnie / Greenpeace
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浪江町の帰還困難区域

浪江町の「帰還困難区域」は2019年時点、区域変更はされていないが、政府により「特定復興再生拠点
（復興拠点）」に認定された地点が存在する。復興拠点は、6市町村にあり、場所により2019年末頃から
2023年の避難指示解除が目指されている19。これらの地域の除染作業は2018年時点で進行中だった20 。
浪江町の場合、復興拠点の面積は661ヘクタールで浪江町総面積のおよそ3%である。避難指示解除の目
標時期は2023年である。グリーンピースの調査は、津島地区と大堀地区で行われた。2017年の調査同
様、浪江町住民の菅野みずえ氏の協力を得て実現できた。  

大堀地区

大堀地区は、東電福島第一原発から西北西10キロほどにあり、ごく一部が「復興拠点」に指定され、2023
年の避難指示解除が目指されている21。しかしこの地域では、グリーンピースが2018年10月に調査した
地域の中で、最も広範囲にわたって高い放射線が測定された。調査では4,899カ所測定し、平均値は毎時
4マイクロシーベルト、最大値は毎時24.3マイクロシーベルトだった。すべての地点で毎時1マイクロシー
ベルトを超えており、88%の地点で毎時2マイクロシーベルト、37%の地点で毎時3.8マイクロシーベル 
トを超えていた。毎時3.8マイクロシーベルトという値は、推定年間被ばく線量は日本政府の計算方法で
20ミリシーベルトになるが、その場所に1年（8,760時間）居続けたものとして計算すると33ミリシーベ
ルトとなる。

2017年に測定した大堀地区の中心にある道路と全く同じ場所を2018年にも測定した。そこでは、放射性
崩壊や土壌などの侵食だけでは説明できない低下が見られた。これは、大堀地区の中心部にある253号線
沿いから地区の中心地にかけて、より集中した除染が行われたことを強く示唆している。2017年の平均値
は毎時4.3マイクロシーベルトだったが、2018年10月には毎時2.8マイクロシーベルトとなり35%の低下
が見られた。

最大値
(µSv/h)

平均値
(µSv/h)

測定地点数
0.23 µSv/h

以上
１ µSv/h

以上

   253号線を含む大堀地区中心部 （A) 5.4 2.5 1,739 100% 100%

   大堀地区中心部側道 （B) 11.8 3.2 1,793 100% 100%

   小計  （A）＋（B） 11.8 2.8 3,532 100% 100%

   253号線 高瀬川沿い （C) 24.3 7.0 1,367 100% 100%

  TOTAL 　（A）＋（B）＋（C） 24.3 4.0 4,899 100% 100%

最大値
(µSv/h)

平均値
(µSv/h)

測定地点数
0.23 µSv/h

以上
１ µSv/h

以上

   上記 （A） と (B) と比較可能な近似地点 11.6 4.3 2,640 100% 100%

表1：大堀地区で測定した空間線量（地表から1メートル）(2018年、2017年）

　測定場所

2018

　測定場所

2017

表１：大堀地区で測定した地表１メートル地点での空間線量（2018年、2017年）
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表２：大堀地区ゾーン１（253号線）の空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月26日）
（歩行サーベイによって得られた地表１メートル地点での測定値）

大堀地区の労働者

グリーンピースが大堀地区で調査をしていたときでも、集落周辺の限られた地点での作業が行われており、
作業員が側道沿いの草や木をはらい、集めていた。作業が行われていた場所でグリーンピースが測定をし
たところ、非常に高いレベルの放射線が計測された。ホットスポットを含め、地表に近づくほどより高い
レベルであった。

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

  5 µSv/h 以上 17 4% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y
  3.8 µSv/h 以上 5 µSv/h 未満 64 14% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
  2 µSv/h 以上 3.8 µSv/h 未満 368 81% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
  1.5 µSv/h 以上 2 µSv/h 未満 7 2% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
  1 µSv/h 以上 1.5 µSv/h 未満 0 0% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
  0.5 µSv/h 以上 1 µSv/h 未満 0 0% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
  0.23 µSv/h 以上 0.5 µSv/h 未満 0 0% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
  0.23 µSv/h 未満 0 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
 TOTAL 456 100%

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

             0.23 µSv/h 未満 0 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
             0.23 µSv/h 以上 456 100% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
             0.5 µSv/h 以上 456 100% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
             1 µSv/h 以上 456 100% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
             1.5 µSv/h 以上 456 100% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
             2 µSv/h 以上 449 98% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
             3.8 µSv/h 以上 81 18% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
             5 µSv/h 以上 17 4% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y

表 2：大堀地区ゾーン1（253号線）の空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月26日）

（歩行サーベイによって得られた地表1メートルでの測定値）

456

7

1.9

3.1

全測定地点数

最大値 (µSv/h)

最小値 (µSv/h)

平均値 (µSv/h)

* バックグラウンド線量値
（0.04 µSv/h）を減算しての
平均線量

【 µSv/h 】
マイクロシーベルト/時
【 mSv/y 】
ミリシーベルト/年

Map data © 2019 Google © 2019  ZENRIN  to all map image
画像１： 大堀地区　放射線測定地

（2018年10月）

5μSv/h 以上
3.8μSv/h 以上 5μSv/h 未満
2μSv/h 以上 3.8μSv/h 未満
1.5μSv/h 以上 2μSv/h 未満
1μSv/h 以上 1.5μSv/h 未満
0.5μSv/h 以上 1μSv/h 未満
0.23μSv/h 以上 0.5μSv/h 未満
0.23μSv/h 未満
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81%

14%

4%
2%

chart  1 -  zone 01

最大値 = 7.0μSv/h
最小値 = 1.9μSv/h
平均値 = 3.1μSv/h

5μSv/h 以上
3.8μSv/h 以上 5μSv/h 未満
2μSv/h 以上 3.8μSv/h 未満
1.5μSv/h 以上 2μSv/h 未満
1μSv/h 以上 1.5μSv/h 未満
0.5μSv/h 以上 1μSv/h 未満
0.23μSv/h 以上 0.5μSv/h 未満
0.23μSv/h 未満

全測定地点（100%）で 1μSv/h 以上
全測定地点（100%）で 0.23μSv/h 以上

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

  5 µSv/h 以上 1,158 85% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y
  3.8 µSv/h 以上 5 µSv/h 未満 166 12% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
  2 µSv/h 以上 3.8 µSv/h 未満 43 3% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
  1.5 µSv/h 以上 2 µSv/h 未満 0 0% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
  1 µSv/h 以上 1.5 µSv/h 未満 0 0% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
  0.5 µSv/h 以上 1 µSv/h 未満 0 0% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
  0.23 µSv/h 以上 0.5 µSv/h 未満 0 0% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
  0.23 µSv/h 未満 0 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
 TOTAL 1,367 100%

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

             0.23 µSv/h 未満 0 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
             0.23 µSv/h 以上 1,367 100% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
             0.5 µSv/h 以上 1,367 100% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
             1 µSv/h 以上 1,367 100% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
             1.5 µSv/h 以上 1,367 100% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
             2 µSv/h 以上 1,367 100% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
             3.8 µSv/h 以上 1,324 97% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
             5 µSv/h 以上 1,158 85% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y

表 3 ：大堀地区ゾーン 2 （253号線 高瀬川沿い）の空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月26日）

（歩行サーベイによって得られた地表1メートルでの測定値）

1,367

24.3

3.1

7

全測定地点数

最大値 (µSv/h)

最小値 (µSv/h)

平均値 (µSv/h)

* バックグラウンド線量値
（0.04 µSv/h）を減算しての
平均線量

【 µSv/h 】
マイクロシーベルト/時
【 mSv/y 】
ミリシーベルト/年

大堀地区の中心部253号線の側道（画像１、表２、グラフ１参照）では、労働者が作業していた道路や道路
から脇に入る側道の98%で毎時2マイクロシーベルトを超えていた。これらの測定地点での平均値は、毎
時3.1マイクロシーベルト、最大値は毎時7マイクロシーベルトだった（それぞれ地表から1メートルの高
さ）。81%の地点で推定年間被ばく線量が日本政府の計算方法で10ミリシーベルト以上20ミリシーベル
ト未満、その場所に1年（8,760時間）居続けたとすると17ミリシーベルト以上33ミリシーベルト未満と
なる。14%の地点では日本政府の計算方法で20ミリシーベルト以上26ミリシーベルト未満、その場所に
1年（8,760時間）居続けたとすると33ミリシーベルト以上から43ミリシーベルト未満になる。ゾーン1
の平均値である毎時3.1マイクロシーベルトを、胸部X線（0.06ｍSvとする。以降も同じ）の回数で考える
と、日本政府の計算方法で年間270回（32時間ごとに1回）、その場所に1年（8,760時間）居続けたとす
ると年間447回に相当する。ただし、労働者は同じ場所に1年間とどまり続けることはなく、作業が終われ
ば、別の場所に移動するため、こうした例えには留意が必要である。

表3：大堀地区ゾーン2（253号線 高瀬川沿い）の空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018月10月26日）
（歩行サーベイによって得られた地表１メートル地点での測定値）

グラフ１：大堀地区中心部の253号線の側道（部分）で測定した空間線量の割合
（456地点、高さ1メートル、2018年10月26日）
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大堀地区のホットスポット

大堀地区でも、一定パターンでの歩行サーベイに加え、ホットスポットを探す調査を行った。もちろん、
ホットスポットはその場所の放射線状況を代表するものではない。しかしながら、今回のホットスポット
調査では、もともと地域全体を通して線量が高い上に、さらに政府の除染基準値である毎時0.23マイクロ
シーベルトの何倍もの高い値がいくつも測定されるような状況が明らかになった。そうした地点はもちろ
ん東電福島原発事故以前のバックグラウンドレベルである毎時0.04マイクロシーベルトから比較するとよ
り大きな倍数となる。

Map data © 2019 Google © 2019  ZENRIN  to all map image

大堀地区のゾーン2（表3）は、高瀬川沿いの道路であり、放射線レベルはゾーン1よりも非常に高かった。 
1,367地点を測定し、全地点の平均は毎時7マイクロシーベルト、最大値は毎時24.3マイクロシーベルト
（それぞれ地表から１メートルの高さ）であった。85%の地点で推定年間被ばく線量が日本政府の計算方
法で26ミリシーベルト以上、その場所に1年（8,760時間）居続けたとすると43ミリシーベルトを超える
値となる。胸部X線に例えれば、436回（20時間ごと）、724回（12時間ごと）になる。

2018年10月23日、労働者が作業していた大堀地区の道路や道路沿いの脇道では、それぞれ地表から1メー 
トル、50センチメートル、10センチメートルの高さで、毎時12マイクロシーベルト、毎時19マイクロシー
ベルト、毎時64.9マイクロシーベルトが測定された（画像2参照）。地表から1メートルでは、事故前の 
バックグラウンドレベルである毎時0.04マイクロシーベルトの300倍になる。

除染などの作業員は、多くの時間、地表近くで作業しており、そうした場所の放射線は、原発構内であれ
ば、緊急措置が求められるレベルである22。グリーンピースが調査中に目撃した作業員たちは、その場の
放射線レベルについて認識していないようだった。大堀地区の放射線レベルがより高い地域でも、今後除
染が予定されている。

画像２：大堀地区の道路・側道の
ホットスポット（2018年10月）

　測定値（空間線量）
　1m : 12 μSv/h    
　0.5m : 19 μSv/h  
　0.1 m : 64.9 μSv/h
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津島地区

津島地区は、東電福島第一原発から30キロほどにある小さな集落である。グリーンピースはその中心を走る
道路を測定した。平均値は毎時1.2マイクロシーベルトで最大値は毎時2.8マイクロシーベルトだった。これら 
は2017年の測定値とほぼ変化がなかった。津島地区は、浪江町の室原、末森、大堀地区とともに合計で 660
ヘクタールの地域が政府によって復興拠点に認定されており、2023年の避難指示解除が目指されている23。
グリーンピースが2018年10月に津島地区で調査をしていた際、除染作業も同地区で行われていた。大堀地区
よりも放射線レベルは低かったものの、労働者の健康に直接的で多大なリスクがあると言わざるをえない。 
 

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

  5 µSv/h 以上 0 0% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y
  3.8 µSv/h 以上 5 µSv/h 未満 0 0% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
  2 µSv/h 以上 3.8 µSv/h 未満 56 3% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
  1.5 µSv/h 以上 2 µSv/h 未満 295 18% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
  1 µSv/h 以上 1.5 µSv/h 未満 793 49% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
  0.5 µSv/h 以上 1 µSv/h 未満 457 28% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
  0.23 µSv/h 以上 0.5 µSv/h 未満 8 0% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
  0.23 µSv/h 未満 0 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
 TOTAL 1,609 100%

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

             0.23 µSv/h 未満 0 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
             0.23 µSv/h 以上 1,609 100% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
             0.5 µSv/h 以上 1,601 100% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
             1 µSv/h 以上 1,144 71% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
             1.5 µSv/h 以上 351 22% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
             2 µSv/h 以上 56 3% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
             3.8 µSv/h 以上 0 0% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
             5 µSv/h 以上 0 0% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y

表 4 ：津島地区　中心部道路上と脇の空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月25日）

（歩行サーベイによって得られた地表1メートルでの測定値）

1,609

2.8

0.4

1.2

全測定地点数

最大値 (µSv/h)

最小値 (µSv/h)

平均値 (µSv/h)

* バックグラウンド線量値
（0.04 µSv/h）を減算しての
平均線量

【 µSv/h 】
マイクロシーベルト/時
【 mSv/y 】
ミリシーベルト/年

Map data © 2019 Google © 2019  ZENRIN  to all map image

大堀地区を流れる高瀬川は、浪江町の中心部を通り太平洋に注ぐ。この川沿いに多くのホットスポットが
見つかった。同地区にある小丸立石に近い場所（画像3参照）で、高さ1メートルで毎時29マイクロシー
ベルト、高さ50センチメートルで毎時45マイクロシーベルト、高さ10センチメートルで毎時125マイク
ロシーベルトが測定された。事故前のバックグラウンドレベル毎時0.04マイクロシーベルトと比較する
と、高さ1メートルでは725倍となる。

表4：津島地区 中心部道路上と脇の空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月2５日）
（歩行サーベイによって得られた地表１メートル地点での測定値）

画像３：大堀地区の高瀬川沿いの
ホットスポット（2018年10月）

　測定値（空間線量）
　1m : 29 μSv/h    
　0.5m : 45 μSv/h  
　0.1 m : 125 μSv/h
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菅野氏宅（津島地区） 

菅野氏の自宅は東電福島第一原発から西北西に30
キロほどの下津島にある。東電福島原発事故により
深刻に汚染された。政府によりモデル除染の対象
に選ばれ、2011年12月、2012年2月に大掛かり
な除染が行われた。グリーンピースは2017年9月
に最初の調査を行い、今回の2018年10月の調査は
2回目となる。調査は、家屋の周辺、農地、牧草地
部分を中心に測定した。

6

8
7

3

2
4

5

1

9

9

水田（北）

牧草地

農地

水田への道

水田（南）

家屋の周辺

道路

庭と農地

蔵の周囲と
付近の道

1.5以上  2未満
1以上  1.5未満
0.5以上  1未満
          単位：μSv/h

グレーのゾーンは 2018年は未測定

2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017
ゾーン 1    家屋の周辺 0.9 1.3 0.6 0.7 394 238 100% 100% 0% 9%
ゾーン 2    蔵の周囲と付近の道 n/a 2.1 n/a 1.1 n/a 550 n/a 100% n/a 58%
ゾーン 3    庭と農地 n/a 1.8 n/a 0.8 n/a 383 n/a 100% n/a 13%
ゾーン 4    農地 1.3 1.2 0.8 0.9 597 447 100% 100% 12% 24%
ゾーン 5    牧草地 2.4 2.8 2.0 1.9 330 902 100% 100% 100% 95%
ゾーン 6    水田（北） n/a 2.4 n/a 1.9 n/a 761 n/a 100% n/a 100%
ゾーン 7    水田（南） n/a 1.9 n/a 1.5 n/a 403 n/a 100% n/a 95%
ゾーン 8    道路 n/a 1.6 n/a 0.7 n/a 470 n/a 100% n/a 14%
ゾーン 9    水田への道 5.9 5.8 1.6 1.7 996 951 100% 100% 81% 91%
 TOTAL 5.9 5.8 1.3 1.3 2,317 5,105 100% 100% 52% 67%

表 5 : 菅野氏宅の敷地で測定した空間線量 (地表から1メートル）(2017年、2018年）

1 µSv/h 以上
 ゾーン名称

最大値 (µSv/h) 平均値 (µSv/h) 測定地点数  0.23 µSv/h 以上

2018年10月の調査では、菅野氏の自宅敷地で測定した４つのゾーンで平均値は毎時1.3マイクロシーベ
ルトで、2017年9月に実施した調査の値から変化がなかった。2018年の最大値は毎時5.9マイクロシー
ベルトであったのに対し、2017年の最大値は毎時5.8マイクロシーベルトであった。このような傾向は、
飯舘村で2015年から2018年に実施した調査の結果と合致している。

これらの結果が示しているのは、福島県の中で最も汚染された地域は、放射線量がそれほど低下しないこ
と、また、放射線状況が複雑であることだ。

表５：菅野氏宅の敷地で測定した地表１メートル地点での空間線量（2017年、2018年）

図１：浪江町下津島　菅野氏宅
の概略図  グリーンピース放射線
チームによるゾーン設定を表す
（2018年10月）
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53%

45%

2%

chart  2 -  zone 05, forest  behind house 

5μSv/h 以上
3.8μSv/h 以上 5μSv/h 未満
2μSv/h 以上 3.8μSv/h 未満
1.5μSv/h 以上 2μSv/h 未満
1μSv/h 以上 1.5μSv/h 未満
0.5μSv/h 以上 1μSv/h 未満
0.23μSv/h 以上 0.5μSv/h 未満
0.23μSv/h 未満

最大値 = 2.4μSv/h
最小値 = 1.2μSv/h
平均値 = 2.0μSv/h

全測定地点（100%）で 1μSv/h 以上
全測定地点（100%）で 0.23μSv/h 以上

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

  5 µSv/h 以上 3 0% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y
  3.8 µSv/h 以上 5 µSv/h 未満 4 0% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
  2 µSv/h 以上 3.8 µSv/h 未満 470 20% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
  1.5 µSv/h 以上 2 µSv/h 未満 463 20% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
  1 µSv/h 以上 1.5 µSv/h 未満 265 11% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
  0.5 µSv/h 以上 1 µSv/h 未満 953 41% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
  0.23 µSv/h 以上 0.5 µSv/h 未満 159 7% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
  0.23 µSv/h 未満 0 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
 TOTAL 2,317 100%

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

             0.23 µSv/h 未満 0 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
             0.23 µSv/h 以上 2,317 100% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
             0.5 µSv/h 以上 2,158 93% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
             1 µSv/h 以上 1,205 52% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
             1.5 µSv/h 以上 940 41% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
             2 µSv/h 以上 477 21% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
             3.8 µSv/h 以上 7 0% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
             5 µSv/h 以上 3 0% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y

表 6 ：菅野氏宅　全ゾーンの空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月27日）
（歩行サーベイによって得られた地表1メートルでの測定値）

2,317

5.9

0.3

1.3

全測定地点数

最大値 (µSv/h)

最小値 (µSv/h)

平均値 (µSv/h)

* バックグラウンド線量値
（0.04 µSv/h）を減算しての
平均線量

【 µSv/h 】
マイクロシーベルト/時
【 mSv/y 】
ミリシーベルト/年

菅野氏の敷地（表6）の31%の地点で、推定年間被ばく線量が、日本政府の計算方法で5ミリシーベルト以
上10ミリシーベルト未満、その場所に1年（8,760時間）居続けたとすると8ミリシーベルト以上17ミリ
シーベルト未満となる。20%の地点で、推定年間被ばく線量は、日本政府の計算方法で10ミリシーベルト
以上20ミリシーベルト未満、その場所に1年（8,760時間）居続けたとすると17ミリシーベルト以上33ミ
リシーベルト未満となる24。国際放射線防護委員会（ICRP）は、公衆の被ばく許容量を年間1ミリシーベ
ルトと勧告している25。全測定地点で政府の除染基準である毎時0.23マイクロシーベルトを超えている。
家屋の周辺（家屋から5〜10メートル以内）のゾーン1は、すでに作業員による除染が行われており、平
均値は毎時0.6マイクロシーベルトであった。2017年の値は毎時0.7マイクロシーベルトであった。水田
への道であるゾーン9の平均値は、毎時1.6マイクロシーベルト、最大値は毎時5.9マイクロシーベルトで
あった。2017年の値は、それぞれ毎時1.7マイクロシーベルト、5.8マイクロシーベルトであった。

表６：菅野氏宅  全ゾーンの空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月27日）
（歩行サーベイによって得られた地表１メートル地点での測定値）

グラフ２：菅野氏宅　ゾーン５牧草地の空間線量の割合 
（330地点、高さ1メートル、2018年10月27日）
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福島県浪江町津島地区の菅野氏宅敷地に入っていく菅野氏と
グリーンピース放射線調査チーム（2018年10月）

© Shaun Burnie / Greenpeace

家屋は、2011年以降盛んに成長した木々でその三方を囲まれている。家屋の後ろの立ち入り可能な牧草
地をゾーン5とした。そこでの測定結果は、除染の効果がどれほど限定的であったかを示している。平均
値は毎時2マイクロシーベルト、最大値は毎時2.4マイクロシーベルトだったが、2017年の値はそれぞれ
1.9マイクロシーベルト、2.8マイクロシーベルトであった。

牧草地（ゾーン5）の53%の地点で、推定年間被ばく線量が日本政府の計算方法で10ミリシーベルト以上
20ミリシーベルト未満、その場所に1年（8,760時間）居続けたとすると、17ミリシーベルト以上33ミリ
シーベルト未満となる。

4つのゾーンの平均値を基にして、放射線の減衰を考慮して生涯被ばく線量（70年間）を推定すると、
屋外で過ごす時間が8時間の場合は170ミリシーベルト、12時間では198ミリシーベルト、24時間では
283ミリシーベルトになる。

菅野氏宅での測定で得られた数値は付録を参照。
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浪江町と飯舘村の避難指示が解除された区域

2017年3月31日、日本政府は、東電福島第一原発から北方向にある飯舘村と、北西の方向にある浪江町
の一部の避難指示を解除した。これらの地域は「帰還困難区域」ではない。飯舘村、浪江町の事故前の人
口はそれぞれ6,509人、21,434人だった26。それが、2019年2月時点で飯舘村は1,003人、2019年1月
末時点で浪江町は896人となっている27。グリーンピースは2011年にも、浪江町、飯舘村で放射線調査
を行い、飯舘村に関しては、2015年から現在に至るまで継続的に調査をしてきた。2017年9月の調査で
は、浪江町の住民の多数が住んでいた町の中心部まで調査範囲を広げた。2015年、2016年、2017年に
実施した飯舘村での調査結果と同様に、浪江町の避難指示が解除された区域の放射線レベルは高く、政府
の除染基準の毎時0.23マイクロシーベルトをはるかに上回っていた。

 ・浪江町

浪江町は東電福島第一原発から北北西に10キロほどにあり、2014年から2017年にかけて大規模な除染
が行われていた。しかし、政府の除染基準の毎時0.23マイクロシーベルトまで線量を下げることはできて
いないことが調査から判明した。

浪江町を流れる高瀬川は、浪江町の帰還困難区域とすでに避難指示が解除された区域を結んでいる。 
2018年10月、グリーンピースは2017年時よりも調査区域をさらに広げた。

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

  5 µSv/h 以上 0 0% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y
  3.8 µSv/h 以上 5 µSv/h 未満 94 5% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
  2 µSv/h 以上 3.8 µSv/h 未満 942 47% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
  1.5 µSv/h 以上 2 µSv/h 未満 54 3% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
  1 µSv/h 以上 1.5 µSv/h 未満 108 5% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
  0.5 µSv/h 以上 1 µSv/h 未満 344 17% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
  0.23 µSv/h 以上 0.5 µSv/h 未満 431 21% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
  0.23 µSv/h 未満 43 2% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
 TOTAL 2,016 100%

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

             0.23 µSv/h 未満 43 2% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
             0.23 µSv/h 以上 1,973 98% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
             0.5 µSv/h 以上 1,542 76% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
             1 µSv/h 以上 1,198 59% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
             1.5 µSv/h 以上 1,090 54% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
             2 µSv/h 以上 1,036 51% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
             3.8 µSv/h 以上 94 5% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
             5 µSv/h 以上 0 0% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y

表 7 ： ゾーン 2 (高瀬川沿い森）の空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月19日）
（歩行サーベイによって得られた地表1メートルでの測定値）

2,016

4.8

0.2

1.9

全測定地点数

最大値 (µSv/h)

最小値 (µSv/h)

平均値 (µSv/h)

* バックグラウンド線量値
（0.04 µSv/h）を減算しての
平均線量

【 µSv/h 】
マイクロシーベルト/時
【 mSv/y 】
ミリシーベルト/年

ゾーン2は、浪江町樋渡田和津田近くを流れる高瀬川周辺とした（表7、グラフ3参照）。平均値は毎時1.9
マイクロシーベルト、最大値は毎時4.8マイクロシーベルト（それぞれ地表から1メートルの高さ）で、政府
の除染基準の毎時0.23マイクロシーベルトからはそれぞれ8倍、20倍の値である。原発事故前のバックグ
ラウンド値から比べると、それぞれ48倍、120倍となる。2017年に実施した調査はより限定的なもので
あったが、そのときの平均値は毎時1.4マイクロシーベルト、最大値2.7マイクロシーベルトであった。 
2018年の調査結果をもとにすると、日本政府の計算方法で、同ゾーンの47％で推定年間被ばく線量が10
ミリシーベルト以上20ミリシーベルト未満、その場所に1年（8,760時間）居続けた場合には17ミリシーベ
ルト以上33ミリシーベルト未満となる。5%の地点では、日本政府の計算方法で20ミリシーベルト以上26
ミリシーベルト未満、その場所に1年（8,760時間）居続けた場合には33ミリシーベルト以上43ミリシー
ベルト未満となる。

表７：ゾーン２（高瀬川沿いの森）の空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月19日）
（歩行サーベイによって得られた地表１メートル地点での測定値）
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chart  4 -  zone 02, forest  a long r iver

47%

2%

5%

21%

3%

5%

17%

5μSv/h 以上
3.8μSv/h 以上 5μSv/h 未満
2μSv/h 以上 3.8μSv/h 未満
1.5μSv/h 以上 2μSv/h 未満
1μSv/h 以上 1.5μSv/h 未満
0.5μSv/h 以上 1μSv/h 未満
0.23μSv/h 以上 0.5μSv/h 未満
0.23μSv/h 未満

最大値 = 4.8μSv/h
最小値 = 0.2μSv/h
平均値 = 1.9μSv/h

98%で 0.23μSv/h 以上
59% で1μSv/h 以上

 ・浪江町の幼稚園と小学校

グリーンピースは2017年に放射線調査を行った浪江町の幼稚園と小学校の周辺、隣接する小さな森で、 
2018年も調査を行った。2017年の調査では、平均値は毎時2マイクロシーベルト、最大値は毎時3.1マイ
クロシーベルトであった。また、2017年の調査では、測定地点の82％で推定年間被ばく線量が日本政府
の計算方法で8ミリシーベルト以上10ミリシーベルト未満、その場所に1年（8,760時間）居続けた場合に
は13ミリシーベルト以上17ミリシーベルト未満となった。森の中には毎時5マイクロシーベルトに至るホ
ットスポットもあった。

この場所は立ち入り制限がされておらず、こうしたレベルの放射線が計測されたことは深く憂慮すべきで
ある。

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

  5 µSv/h 以上 0 0% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y
  3.8 µSv/h 以上 5 µSv/h 未満 0 0% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
  2 µSv/h 以上 3.8 µSv/h 未満 438 28% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
  1.5 µSv/h 以上 2 µSv/h 未満 863 54% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
  1 µSv/h 以上 1.5 µSv/h 未満 271 17% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
  0.5 µSv/h 以上 1 µSv/h 未満 12 1% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
  0.23 µSv/h 以上 0.5 µSv/h 未満 0 0% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
  0.23 µSv/h 未満 0 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
 TOTAL 1,584 100%

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

             0.23 µSv/h 未満 0 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
             0.23 µSv/h 以上 1,584 100% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
             0.5 µSv/h 以上 1,584 100% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
             1 µSv/h 以上 1,572 99% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
             1.5 µSv/h 以上 1,301 82% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
             2 µSv/h 以上 438 28% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
             3.8 µSv/h 以上 0 0% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
             5 µSv/h 以上 0 0% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y

表 8 ： ゾーン 3 （小学校前の森）の空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月19日）
（歩行サーベイによって得られた地表1メートルでの測定値）

1,584

2.9

0.8

1.8

全測定地点数

最大値 (µSv/h)

最小値 (µSv/h)

平均値 (µSv/h)

* バックグラウンド線量値
（0.04 µSv/h）を減算しての
平均線量

【 µSv/h 】
マイクロシーベルト/時
【 mSv/y 】
ミリシーベルト/年

表８：ゾーン３（小学校前の森）の空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月19日）
（歩行サーベイによって得られた地表１メートル地点での測定値）

グラフ3：浪江町田和津田近くの高瀬川沿いの森の空間線量の割合
（2,016地点、高さ1メートル、2018年10月19日）
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2018年10月の調査では（表8、グラフ4参照）、森
にあたるゾーン3の平均値は毎時1.8マイクロシー 
ベルトで、最大値は毎時2.9マイクロシーベルトで 
あった。測定地点の28％で、推定年間被ばく線量が
日本政府の計算方法で10ミリシーベルト以上20ミ
リシーベルト未満、その場所に1年（8,760時間） 
居続けた場合には17ミリシーベルト以上33ミリ 
シーベルト未満となる。全測定地点で、政府の除染
基準毎時0.23マイクロシーベルトを上回っていた。

子どもが毎時1.8マイクロシーベルトの被ばくをす
るということは、推定年間被ばく線量が日本政府の
計算方法で9ミリシーベルトとなり年間156回の胸
部X線に相当し、その場所に1年（8,760時間）居続
けた場合の推定年間被ばく線量は15.4ミリシーベル
トとなり年間257回の胸部X線に相当する。
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2018年の調査では、浪江町のこの地域で、放射線モニタリング小型無人機システムを使用しての測定も行
った。学校とその周辺での同システムでの測定結果は特に興味深いものだった。小学校の敷地と小学校の
南側では除染が行われていたが、調査でも見てとれるように（画像4参照）、小学校の北側の森では、道路
沿いから20メートルほどしか除染されてない。放射線モニタリング小型無人機システムによる飛行サーベ
イでは、除染済みの場所と除染がされていない場所との放射能レベルの高低差が明確に示された。除染済
みの限られた地域が、除染されていないより広い土地に囲まれることで生じる問題は、『原発事故の写像』
（2018年3月発行）でも述べているが、本報告書でも詳述する。

本報告書の第3章「調査方法」で触れているように、2018年に行った放射線モニタリング小型無人機シス
テムによる測定は、その正確性を試す試験的な利用であった。2019年は、さらに精度を高めるための実証
試験を行う予定だ。しかし、今回の試験的測定でも、森の上空（地上から100メートルの高さ）の計数率
（cps）での測定値は、除染された小学校の校庭の上空に比べて2倍高いということが示唆された。

画像４：浪江町の小学校と幼稚園
周辺の放射線モニタリング小型無
人機システムによる100メートル
上空での調査（2018年10月）

この画像に記入された色は、 
cps（1秒あたりのカウント数／
放射線の計数率）の範囲を反映し
ている。校庭上空の水色は森上空
に見られる赤や濃い青よりも低い
ことを表している。

福島県浪江町大堀地区（2018年10月）

ここで留意すべきことは、国などによる一般的な航空機モニタリングは、150〜300メートル上空で行わ
れるため、周囲の放射線に影響を受け、地表レベルの放射線レベルはより平均化されるということだ。
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chart  5 -  zone 03, forest  infront school

1%

28%
17%

54%

5μSv/h 以上
3.8μSv/h 以上 5μSv/h 未満
2μSv/h 以上 3.8μSv/h 未満
1.5μSv/h 以上 2μSv/h 未満
1μSv/h 以上 1.5μSv/h 未満
0.5μSv/h 以上 1μSv/h 未満
0.23μSv/h 以上 0.5μSv/h 未満
0.23μSv/h 未満

最大値 = 2.9μSv/h
最小値 = 0.8μSv/h
平均値 = 1.8μSv/h

全測定地点（100%）で 0.23μSv/h 以上
99% で1μSv/h 以上

 ・浪江町のホットスポット

ホットスポットは幼稚園や学校の近隣でも多く発見された。最大値は地表から1メートルの高さで毎時3.3
マイクロシーベルト、50センチメートルの高さで毎時4.23マイクロシーベルト、10センチメートルの高
さで毎時5.08マイクロシーベルトであった（画像5参照）。地表から1メートルの高さの毎時3.3マイクロ
シーベルトは、政府の除染基準の毎時0.23マイクロシーベルトに比べ14倍にもなる。原発構内であれば緊
急措置が求められるほどの値が、子どもが利用する施設周辺において測定されている。 

Map data © 2019 Google © 2019  ZENRIN  to all map image

これらの数値の解釈には放射線モニタリング小型無人機システムによる測定の原理を正しく理解する必要
がある。広い均質な場所では、100メートルの高さでの測定は一般的な1メートルでの高さでの測定と同じ
ように汚染レベルを比較的正確に反映するが、100メートルの高さから小さい校庭を測定すると、校庭周辺
のより汚染レベルの高い場所からの影響を受けてしまう。

グラフ４：小学校前の森の空間線量の割合
（1,584地点、高さ1メートル、2018年10月19日）

画像５：浪江町の避難指示が解
除された区域の小学校前の森の
ホットスポット（2018年10月）

　測定値（空間線量）
　1m : 3.3 μSv/h    
　0.5m : 4.23 μSv/h  
　0.1 m : 5.08 μSv/h
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 ・飯舘村の安齋氏宅

グリーンピースは2015年から、東電福島第一原
発から35キロメートルほど離れた飯舘村の南東に
位置する安齋氏の自宅で調査を始めた。安齋氏は
2011年6月24日から現在に至るまで、自宅から
の避難を続けている。2014年から2015年にかけ
て、安齋氏の自宅とその周辺で国の大掛かりな除染
が行われ、はがされた5センチメートルほどの表土
は、核廃棄物として保管されている。はがした表土
の上に汚染されていない土壌をかぶせたところもあ
る。2015年から2018年にかけての安齋氏の敷地
における調査結果は表9に示す。
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家屋の中

裏山

高台の畑

家屋の軒下

家屋の正面と脇

道路沿いの畑（北）

温室があった
土地

小道

家屋へ続く道

道路沿いの畑（南）

水田

道路両脇

1以上　1.5未満
0.5以上　1未満
0.23以上　0.5未満
          単位：μSv/h

グレーのゾーンは 2018年は未測定

福島県飯舘村の安齋氏宅で家屋解体後に残された品々
（2018年10月）
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2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015
 ゾーン 1   家屋へ続く道 1.0 0.9 0.8 1.4 0.5 0.6 0.6 1.1 83% 105% 58% n/a 447 255 264 481 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 78%
 ゾーン 2   家屋の正面と脇 0.9 0.8 0.7 1.3 0.4 0.4 0.3 0.6 102% 116% 60% n/a 464 372 301 234 98% 98% 87% 100% 0% 0% 0% 4%
 ゾーン 3   家屋の軒下 0.9 0.6 0.7 1.2 0.4 0.4 0.4 0.7 105% 101% 57% n/a 629 186 169 573 99% 98% 98% 100% 0% 0% 0% 11%
 ゾーン 4   高台の畑 1.3 1.4 1.5 2.3 1.0 1.1 1.1 1.9 88% 99% 61% n/a 542 365 283 524 100% 100% 100% 100% 62% 88% 88% 100%
 ゾーン 5   裏山 1.7 1.6 1.5 2.2 1.0 0.9 1.0 1.4 113% 90% 75% n/a 952 644 358 814 100% 100% 100% 100% 65% 48% 53% 71%
 ゾーン 6   道路沿いの畑（北） 1.1 1.1 1.1 2.0 0.6 0.8 0.8 1.2 75% 105% 69% n/a 1,018 370 327 1,126 100% 100% 100% 100% 1% 8% 2% 73%
 ゾーン 7   温室があった土地 1.4 1.4 1.6 n/a 0.7 0.8 0.8 n/a 84% 105% n/a n/a 695 607 578 n/a 100% 100% 100% n/a 10% 16% 18% n/a
 ゾーン 8   水田 n/a 1.2 0.6 1.7 n/a 0.5 0.3 1.4 n/a 145% 23% n/a n/a 510 239 332 n/a 100% 98% 100% n/a 3% 0% 100%
 ゾーン 9   道路沿いの畑（南） n/a 2.0 1.5 n/a n/a 0.9 1.0 n/a n/a 96% n/a n/a n/a 183 103 n/a n/a 100% 100% n/a n/a 22% 30% n/a
 ゾーン 10   道路両脇 n/a 1.4 1.0 2.6 n/a 0.7 0.6 1.3 n/a 115% 48% n/a n/a 857 194 592 n/a 100% 100% 100% n/a 4% 1% 95%
 ゾーン 11   小道 n/a 1.6 1.5 n/a n/a 1.1 1.0 n/a n/a 111% n/a n/a n/a 339 245 n/a n/a 100% 100% n/a n/a 65% 50% n/a
 ゾーン 12   家屋の中 n/a 0.7 n/a 0.9 n/a 0.3 n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 215 n/a 817 n/a 100% n/a 100% n/a 0% n/a 0%
 TOTAL 1.7 2.0 1.6 2.6 0.7 0.8 0.7 1.1 89% 101% 68% n/a 4,747 4,903 3,061 5,493 100% 100% 98% 100% 22% 22% 23% 58%

表9 : 安齋氏宅の敷地で測定した空間線量（2015年、2016年、2017年、2018年）

 0.23 µSv/h 以上  1 µSv/h 以上
　ゾーン名称

最大値 (µSv/h) 平均値 (µSv/h) 平均値前年比 測定地点数

表9：安齋氏宅の敷地で
測定した空間線量

（2015年〜2018年）

※ 次ページへつづく

図２：飯舘村 安齋氏宅の概略図  
グリーンピース放射線チームに
よるゾーン設定を表す
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2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015 2018 2017 2016 2015
 ゾーン 1   家屋へ続く道 1.0 0.9 0.8 1.4 0.5 0.6 0.6 1.1 83% 105% 58% n/a 447 255 264 481 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 78%
 ゾーン 2   家屋の正面と脇 0.9 0.8 0.7 1.3 0.4 0.4 0.3 0.6 102% 116% 60% n/a 464 372 301 234 98% 98% 87% 100% 0% 0% 0% 4%
 ゾーン 3   家屋の軒下 0.9 0.6 0.7 1.2 0.4 0.4 0.4 0.7 105% 101% 57% n/a 629 186 169 573 99% 98% 98% 100% 0% 0% 0% 11%
 ゾーン 4   高台の畑 1.3 1.4 1.5 2.3 1.0 1.1 1.1 1.9 88% 99% 61% n/a 542 365 283 524 100% 100% 100% 100% 62% 88% 88% 100%
 ゾーン 5   裏山 1.7 1.6 1.5 2.2 1.0 0.9 1.0 1.4 113% 90% 75% n/a 952 644 358 814 100% 100% 100% 100% 65% 48% 53% 71%
 ゾーン 6   道路沿いの畑（北） 1.1 1.1 1.1 2.0 0.6 0.8 0.8 1.2 75% 105% 69% n/a 1,018 370 327 1,126 100% 100% 100% 100% 1% 8% 2% 73%
 ゾーン 7   温室があった土地 1.4 1.4 1.6 n/a 0.7 0.8 0.8 n/a 84% 105% n/a n/a 695 607 578 n/a 100% 100% 100% n/a 10% 16% 18% n/a
 ゾーン 8   水田 n/a 1.2 0.6 1.7 n/a 0.5 0.3 1.4 n/a 145% 23% n/a n/a 510 239 332 n/a 100% 98% 100% n/a 3% 0% 100%
 ゾーン 9   道路沿いの畑（南） n/a 2.0 1.5 n/a n/a 0.9 1.0 n/a n/a 96% n/a n/a n/a 183 103 n/a n/a 100% 100% n/a n/a 22% 30% n/a
 ゾーン 10   道路両脇 n/a 1.4 1.0 2.6 n/a 0.7 0.6 1.3 n/a 115% 48% n/a n/a 857 194 592 n/a 100% 100% 100% n/a 4% 1% 95%
 ゾーン 11   小道 n/a 1.6 1.5 n/a n/a 1.1 1.0 n/a n/a 111% n/a n/a n/a 339 245 n/a n/a 100% 100% n/a n/a 65% 50% n/a
 ゾーン 12   家屋の中 n/a 0.7 n/a 0.9 n/a 0.3 n/a 0.5 n/a n/a n/a n/a n/a 215 n/a 817 n/a 100% n/a 100% n/a 0% n/a 0%
 TOTAL 1.7 2.0 1.6 2.6 0.7 0.8 0.7 1.1 89% 101% 68% n/a 4,747 4,903 3,061 5,493 100% 100% 98% 100% 22% 22% 23% 58%

表9 : 安齋氏宅の敷地で測定した空間線量（2015年、2016年、2017年、2018年）

 0.23 µSv/h 以上  1 µSv/h 以上
　ゾーン名称

最大値 (µSv/h) 平均値 (µSv/h) 平均値前年比 測定地点数

2018年10月の調査では4,747カ所を測定した。2015年10月に調査を行ったときには、まだ除染作業が
進行中であったが、2016年に行った調査では放射線のレベルが下がった場所があることから、放射性崩壊
と土壌などの侵食以外に除染の効果もあったと考えられる。

表9：安齋氏宅の敷地で測定した空間線量（2015年〜2018年）

※ 前ページからつづく

グラフ５：安齋氏宅　敷地の空間線量の平均値　
2015年、2016年、2017年、2018年の比較　歩行サーベイ

 2018年
 2017年
 2016年
 2015年

平均

小道

道路両脇

道路沿いの畑（南）

水田

温室があった土地

道路沿いの畑（北）

裏山

高台の畑 

家屋の軒下

家屋の正面と脇 

家屋へ続く道
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chart  6 -  a l l  zones

0%

21%
29%

49%

0%
5μSv/h 以上
3.8μSv/h 以上 5μSv/h 未満
2μSv/h 以上 3.8μSv/h 未満
1.5μSv/h 以上 2μSv/h 未満
1μSv/h 以上 1.5μSv/h 未満
0.5μSv/h 以上 1μSv/h 未満
0.23μSv/h 以上 0.5μSv/h 未満
0.23μSv/h 未満

最大値 = 1.7μSv/h
最小値 = 0.2μSv/h
平均値 = 0.7μSv/h

全測定地点（100%）で 0.23μSv/h 以上
22% で1μSv/h 以上

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

  5 µSv/h 以上 0 0% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y
  3.8 µSv/h 以上 5 µSv/h 未満 0 0% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
  2 µSv/h 以上 3.8 µSv/h 未満 0 0% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
  1.5 µSv/h 以上 2 µSv/h 未満 19 0% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
  1 µSv/h 以上 1.5 µSv/h 未満 1,013 21% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
  0.5 µSv/h 以上 1 µSv/h 未満 2,331 49% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
  0.23 µSv/h 以上 0.5 µSv/h 未満 1,370 29% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
  0.23 µSv/h 未満 14 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
 TOTAL 4,747 100%

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

             0.23 µSv/h 未満 14 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
             0.23 µSv/h 以上 4,733 100% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
             0.5 µSv/h 以上 3,363 71% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
             1 µSv/h 以上 1,032 22% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
             1.5 µSv/h 以上 19 0% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
             2 µSv/h 以上 0 0% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
             3.8 µSv/h 以上 0 0% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
             5 µSv/h 以上 0 0% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y

表 10 ： 安齋氏宅　全ゾーンの空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月24日）
（歩行サーベイによって得られた地表1メートルでの測定値）

4,747

1.7

0.2

0.7

全測定地点数

最大値 (µSv/h)

最小値 (µSv/h)

平均値 (µSv/h)

* バックグラウンド線量値
（0.04 µSv/h）を減算しての
平均線量

【 µSv/h 】
マイクロシーベルト/時
【 mSv/y 】
ミリシーベルト/年

2018年10月の調査では、測定した7つのゾーンのうち、5つのゾーンの全測定地点が、政府の除染基準の
毎時0.23マイクロシーベルトを上回り、全測定地点の22%で毎時1マイクロシーベルトを上回る結果で
あった（グラフ6、表10参照）。安齋氏の家屋を除く全測定地点の平均は、2016年に毎時0.7マイクロ 
シーベルト、2017年に毎時0.8マイクロシーベルトであったのに対し、2018年の調査では毎時0.7マイ
クロシーベルトであった。2016年と2017年の調査時には除染が完了していたが、放射線レベルに大きな
違いはなかった。

表10：安齋氏宅　全ゾーンの空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月24日）
（歩行サーベイによって得られた地表１メートル地点での測定値）

グラフ６：安齋氏宅敷地の全ゾーンの空間線量の割合
（4,747地点、高さ1メートル、2018年10月24日）
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空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

  5 µSv/h 以上 0 0% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y
  3.8 µSv/h 以上 5 µSv/h 未満 0 0% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
  2 µSv/h 以上 3.8 µSv/h 未満 0 0% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
  1.5 µSv/h 以上 2 µSv/h 未満 19 2% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
  1 µSv/h 以上 1.5 µSv/h 未満 598 63% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
  0.5 µSv/h 以上 1 µSv/h 未満 335 35% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
  0.23 µSv/h 以上 0.5 µSv/h 未満 0 0% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
  0.23 µSv/h 未満 0 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
 TOTAL 952 100%

空間線量 測定地点数 割合 mSv/年（日本政府）（*） mSv/年（8,760時間） (*)

             0.23 µSv/h 未満 0 0% < 1 mSv/y < 2 mSv/y
             0.23 µSv/h 以上 952 100% >= 1 mSv/y >= 2 mSv/y
             0.5 µSv/h 以上 952 100% >= 3 mSv/y >= 4 mSv/y
             1 µSv/h 以上 617 65% >= 5 mSv/y >= 8 mSv/y
             1.5 µSv/h 以上 19 2% >= 8 mSv/y >= 13 mSv/y
             2 µSv/h 以上 0 0% >= 10 mSv/y >= 17 mSv/y
             3.8 µSv/h 以上 0 0% >= 20 mSv/y >= 33 mSv/y
             5 µSv/h 以上 0 0% >= 26 mSv/y >= 43 mSv/y

表 11 ：安齋氏宅　ゾーン　5 (裏山）の空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月24日）
（歩行サーベイによって得られた地表1メートルでの測定値）

952

1.7

0.5

1

全測定地点数

最大値 (µSv/h)

最小値 (µSv/h)

平均値 (µSv/h)

* バックグラウンド線量値
（0.04 µSv/h）を減算しての
平均線量

【 µSv/h 】
マイクロシーベルト/時
【 mSv/y 】
ミリシーベルト/年

ゾーン5（裏山）では、除染の効果はさらに限定的だった。こうした傾向は、除染不可能な山林近くに位置
する飯舘村の複数の別の家屋にも見られた。政府による「除染」作業は、森林沿いの道路から20メートル
程度しか実施されない。安齋氏の敷地内の山林についても同様だ。ゾーン5の除染されていない部分を含
め、平均値は2015年の毎時1.4マイクロシーベルトから2016年には毎時1.0マイクロシーベルトに、さら
に2017年には毎時0.9マイクロシーベルトへと低下した。しかし、2018年のゾーン5の平均値は、毎時
1.0マイクロシーベルトで、最大値は、2017年が毎時1.6マイクロシーベルト、2018年が毎時1.7マイク
ロシーベルトであった。家屋に面した急斜面の放射線レベルは、家屋内部の放射線レベルに直接影響を与え
るため重要である。この結果から、山林の未除染部分の放射能が、裏山下方および家屋近くを再汚染してい
るとも推定される。安齋氏の母屋は2018年に解体されたが、この地に新しく家を建てる計画はない。

2015年から2018年の調査結果をまとめた表9は、深刻に汚染された地域の放射線状況の複雑さをよく表
している。2016年から2018年の間に、放射線量の大きな低下を示したゾーンは、これらの7つのゾーン
中一つとしてない。放射線量が下がらなかった理由の一つに、近隣の森林に覆われた斜面からの放射線の移
行による再汚染が挙げられる。その他にも、高低差のある地形などいくつかの理由が組み合わさっている
可能性もある。飯舘村は森林が総面積の70％を占めている。浪江町もほぼ同様であり、これは政府の数千
軒にものぼる家々の除染の効果が非常に限定的であったこと、および今後も限定的であり続けることの証明
にほかならない。住民が帰還した場合の被ばくのリスクの低減もまた、限定的になるだろう。

ここで示していない浪江町と飯舘村での測定値は付録を参照。

表11：安齋氏宅　ゾーン５（裏山）の空間線量の分布と推定年間被ばく線量（2018年10月24日）
（歩行サーベイによって得られた地表１メートル地点での測定値）
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結論

浪江町、飯舘村の帰還困難区域と避難指示が解除された地域の調査結果は、放射線状況が複雑であること
を示した。国際的に勧告されている被ばく基準から考慮しても、帰還して安全であるとは言えない。浪江
町の大堀地区や津島地区など最も放射線の高い地域で除染作業などが行われているが、ほとんどの部分は汚
染されたままであり、全体の汚染を下げる効果は非常に限定的になるだろう。さらに、住民の多くが帰還し
ないことが予想される。そのような計画のために除染作業員たちを高い放射線にさらす現在の政府の政策は
正当性を欠いている。飯舘村の避難指示が解除された地域の調査結果では、2016年から2018年の間、放
射線レベルがほとんど下がっていなかった。これは、2018年時点に存在する放射性核種の大部分を占める
セシウム137の半減期が30年であることや、近隣の山林からの再汚染の影響からも予想されていた。

浪江町の避難指示が解除された地域での調査結果は、大掛かりな除染が行われたにもかかわらず、政府の
除染基準である毎時0.23マイクロシーベルトを一貫して上回っていた。道路沿いや森林に隣接した場所で
は、放射線レベルが高く、端的に言って、放射線防護の観点から安全とは言えない。高瀬川沿いや、幼稚
園や小学校のある地域の放射線レベルは特に憂慮される。浪江町に帰還する住民が少ないのは、放射線リ
スクが理由であることは疑いようがない。浪江町の居住人口は、2019年1月末時点で896人であり、これ
は事故前の4％でしかない。グリーンピースの調査結果からすれば、浪江町の住民が帰還しないという苦渋
の決断には正当性があるといえる。

福島県浪江町大堀地区（帰還困難区域）のホットスポット：地表10センチメートルの高さで
毎時108マイクロシーベルト（2018年10月）
© Christian Åslund / Greenpeace
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5. 労働者の権利

福島県浪江町大堀地区（帰還困難区域）で
草を集める労働者（2018年10月）

© Shaun Burnie / Greenpeace
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2018年も、除染作業員や原発労働者への人権侵害は
続いている29。この問題は2018年8月、国連の人権
専門家である特別報告者3名によっても指摘された。
この特別報告者らは日本政府に対する声明で次のよう
に述べている。「我々は、被ばくリスクについての不
実、経済的困窮のために危険な労働環境を容認するこ
とを強いた可能性や、防護策や訓練の適切性につい
て、深く憂慮している」30　

この8年間、東京電力福島第一原発の労働者や除染労
働者の搾取についての報道が時折あった31 が、驚く
べきことに原子力産業界は数十年にわたって、原発内
での危険なメンテナンスや除染作業に、経済的に困窮
していたり、訓練を受けていない労働者を雇用してき
た32。日本の貧困率は経済協力開発機構（OECD）諸
国の平均より高いままで推移しており、原発労働は 
貧しい労働者の受け皿となってきた事実がある33。 
2011年8月に成立した放射性物質汚染対処特別措置
法では、建設業には適用されている規制が適用されな
いため、除染作業に従事する事業者の登録や審査も要
求されていない。誰もが原発労働・除染作業に従事可
能であり、数百もの小さな会社34  が入札なしに契約を
し、実際の労働者を手配師たちが集めていた。2013
年には、733もの会社が入札なしに除染を請け負った
と報道された35。日本では 標準的な手順であるこうし
た構造は、労働者搾取の温床となっている。多くの下
請け企業は復興庁に公式登録さえされていない。

被ばく労働を考えるネットワークのなすび氏は2018
年10月、グリーンピースの取材に応え、ホームレス
の人々が原発労働に就く数は多くはないものの、ホー
ムレス状態の人々を含め、日雇い労働者などの集め方
は、日本の建設業界のやり方そのままだと述べた。大
阪の簡易宿泊所から大人数が福島に送られた例もある
という。同氏は、「それと同じように福島第一に送ら
れたんだろうというふうに思う」と言う36。

なすび氏は、「ホームレス」というのは、家がないこ
とだけを意味するのではない、と語る。極度の貧困状
況にあって、家族や友人とのつながりを失った人がた
くさんおり、「そういう人たちが福島第一原発や除染
の仕事をしているケースはたくさんあると思う」と
述べた37。同ネットワークには、仕事を辞めた後に宿
舎を追い出されて行くところがないと相談に来る人も
いるという。除染という巨大な国家プロジェクトを
担っている労働者には、「原発ジプシー」と言われる
ような、ホームレスや仕事を失いホームレス状態に近
い人々も含まれるのである。住居を持たないことと、
仕事を持たないことは非常に近い関係にある38。日本
政府は、当初、除染費用を2.5兆円と見積もっていた
が、2016年には4兆〜5兆円に修正した39。しかし、
独立機関の試算では30兆円にものぼると推定されて
いる40。これらは私たちの税金からまかなわれるが、
数百はある下請け（や犯罪組織）にとって、莫大な収
入源になる。しかし、実際に被ばくのリスクを負って
現場で作業する数千もの労働者は、低賃金で働かされ
ている。

低賃金という搾取
除染作業の報酬は、一般的に、日給の7,000円に危険
手当10,000円を合わせた１日17,000円が相場とい
う。しかし、55歳のホームレスの男性が1カ月働いて
1,000円程度しか支払われなかった例が2013年に報
道されている。給与明細票によると、食費、宿泊費、
洗濯費用などの15万円が差し引かれた結果、1,000
円しか残っていなかったという41。グリーンピースも
「1日5,000円しか支払われていない除染労働者もい
た」という証言を入手している42。

被ばく労働を考えるネットワークに原発労働者や除染
労働者から寄せられる相談で最も多いのが、賃金未払
いの案件だという。「特に危険手当の不払いの相談が

「東電は神様。元請けは王様。わたしたちは奴隷です」
（2015年8月 労働者が海外メディアに語った言葉 28）
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よくあります。調べて明らかに不払いであるというこ
とがわかれば、それは労働争議、雇用業者および元請
けに対する労働争議を行って、不払い賃金を払わせる
ということをやってきました。ただ話を聞くとだいた
いその中で例えば労災のもみ消しであったりとか、あ
るいは健康診断書の偽造とかそういう違法なことがた
くさんあるんです」43。「除染作業員が捏造された健康
診断書を見せられて、健康診断をしていなくても、署
名しろと言われたということがありました」と同ネッ
トワークのなすび氏は語る44。日本政府は2018年8
月、国連の特別報告者からの問い合わせに対して、
「除染電離則（東日本大震災により生じた放射性物質
により汚染された土壌等を除染するための業務等に係
る電離放射線障害防止規則）第19条では労働者を除
染等業務に従事させる事業者に対して特別の教育を、
労働者に対し実施するよう規定している」とし、「労
働者であれば、国籍や人種、住居の有無などに関係
なく特別の教育の実施を事業者に義務づけている」、
「除染作業員として雇用するにあたっては、受注者が
下請業者に対して身元確認を適切に行うように指導し
ている。下請業者がホームレスのように身元が判明
しない者を雇用するということはない」45 と答えてい
る。しかし、なすび氏によれば現実はあまりにも違う
という。福島第一原発で働く際には、住民票などの提
示が要求されるが、「実際にはそういうのは、末端の

業者がごまかそうと思えば何とでもごまかせます。
実際にこれは除染のケースでしたけれども、健康診断
書の偽造も行われていたし、原発に入った労働者の中
には偽名で入ったという労働者もいました。そういう
のは業者がやろうと思えば何とでも細工はできるの
で、本人確認をちゃんとするようにというふうに国が
指導してるからそうされてるはずだというのは、希望
でしかありません」46 と語った。
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福島原発・除染労働者の証言

「下請け業者の態度というのは、仕事とお金を必
要としている人はいくらでもいる、みたいな感じ
です。二次三次の下請けですから、会社自体、上
の東電だとか元請けの会社には文句が言えないし、
まして私たち三次の下請けの労働者は上に質問も
できないということです。とにかく、もう上から
言われたことはすべてということです。（放射線防
護）教育については入る前に半日ですね。3、4時
間ですから細かい内容にはほとんど触れなくて、
主に放射線のことよりも、どういう仕事をするの
かなど。危険な放射能のことは少し触れたんです
けど、具体的にどうするとか、そういう細かい話
はなかったですね。福島県出身の人は、不安に感
じても、自分たちの故郷のために何かしたいとい
うことですね。

一方で、主に若い人なんかは仕事がないんで、あ
んまり放射能のことはあえて意識して考えないよ
うにして、1日のお金のためにね。仕事に就いて
みると、支給されるのはサージカルマスクとゴム
の手袋とヘルメットだけですね。あとは全部私服
で宿舎から集結場所に行って、マスクやヘルメッ
トをつける。靴も自前で用意したし、上下も全部
自分の私服で行ってました。浪江町では、河川
敷、土手、隣の平地の除草をしました。草を刈っ
てそれを集めてそれからフレコンバッグに入れ
て、それを近くの集積場に持っていくという作業
です。
 
終わってから、マスクとか手袋はその場で捨てる
んですけども、汚れたままの服装で宿舎と現場と
行き来するということでしたね。
 
簡易な線量計を持たされました。宿舎から出発す
る場所なんですけども、待機所に行ってそこで自
分が何番というコードナンバーを告げて、目の前
に箱があってそこにいくつも線量計があるんです
けど、そこから自分で適当なのを取って、それで
スイッチを自分でオンにして現場へ行って、作業
して帰ってきたら同じ場所に当日の線量が出ます
から、それを係員に今日は何マイクロシーベルト
と言って、スイッチをオフにして返す。ですけど
も、実際はスイッチをオンにするのを忘れたりし
て、ゼロだったという人もたまにいました。 

池田実氏は、東京で採用されて浪江町など
で除染作業に従事し、また東電福島第一原
発でも働いていた。

「労働者として、わたしは
   人間扱いされていない
   と思いました。奴隷に
   例える人もいます」47
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また、簡易なのでとんでもない数字が出たりとか、そういう場
合は係員の人も、例えばゼロでしたって言ったら一緒に行った
人とか同じ地域で仕事した人の線量とか、5マイクロとか10マ
イクロとかを記入するとかいう形で、結構いい加減でしたね。
 
浪江高校から作業に出発したんですが、浪江高校にはその前に
環境省のモニタリングポストが設置してあって、そこで今日は
何マイクロだってわかるんです。でも、現場はそこからもう2
キロ3キロ離れている場所だから、実際離れた山の方は何マイク
ロかというのは全然わかりませんでした。でも、たまたま自分
の線量計を持っていた時に測ってみたら毎時25マイクロシーベ
ルトとか26マイクロシーベルトありましたから。まあ結構、そ
のとき浪江高校は、例えば3とか4辺りでしたけども、現場は違
うんだなという記憶はありますね。勤務時間は5時で終わりの
はずだったのに、5時半とか6時近くまで、まあ、残業、いわゆ
るサービス残業です。あと土日は休日と言いながら、土曜日も
あるいは日曜日も仕事を命じられるという契約違反というのが
行われていましたが、賃金は契約書通りでした。
　
除染で確かに少しは（放射線量が）減っているかもしれません
けれども、実際には残ってるわけで。国は、私たちが除染した
ということで、戻れるということで帰還させているわけですけ
ども、実際、今言ったように除染自体も徹底してる話じゃない
しね。自分である場所を測ったら、例えば（毎時）25（マイク
ロシーベルト）あった場所を、刈った後1カ月くらい経って測
ってみたら、（毎時）20（マイクロシーベルト）ぐらいとかね。
若干は、少し下がってるんですけど、実際また季節が変われば
また戻っていくんじゃないかという思いで、あんまり意味がな
いかなというのは感じましたね。安倍首相には、福島原発事故
が終わったかのように、もう昔の福島に戻ったみたいなことを
世界にアピールするようなことはしないでほしい。私たち現場
の作業労働者も、これから何十年も100年以上も廃炉作業を続
けるわけですね。住民もそうですけども、現場の労働者にも被
ばくがどんどん広がっている。全く私たち労働者のことを考え
ていない。それについては自分としては、現場に入った者とし
て、世界の人に知ってもらいたい。日本政府に労働者の健康を
考えて、危険な作業はやめさせるように、また、ちゃんとした
補償をするように、ということは訴えたいと思いますね」
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東電福島原発事故関連の労働者をめぐる
国連での動き

東電福島原発の労働者や除染労働者の被ばくなどの人
権侵害は、国連の場でも指摘されている。2018年6
月に、3人の国連特別報告者が日本政府に説明を求め
た48。特別報告者たちは、日本政府に、「除染作業に
おける被曝によって引き起こされている健康の権利の
侵害及び深刻な安全リスクを含む福島県における除染
作業の枠組みで雇用されている労働者の全体的な状況
に関し深刻な懸念を表明する」、「さらに、労働者の
権利の侵害、特に正当かつ適切な報酬を受ける権利、
安全かつ健康的な労働環境に対する権利及び正当かつ
適切な労働条件に対する権利の侵害の疑いに関する深
刻な懸念も表明されている」と伝えた49。特別報告者
は「この問題の緊急性に鑑み」、河野太郎外務大臣に
「福島県において現在行われている除染及び再定住プ
ログラムの中で雇用されている労働者が 直面してい
る問題に関して、特に、労働者がさらされている既
存のリスク及び潜在的リスク、更に、労働者の安全
及び労働条件を保護するためのガイドラインのモニ
タリングと履行の乖離、現場における健康 及び保全
措置レベルが不十分であることを含み、報告された労
働者の権利並びに身体的及び精神的健康の権利の恒常
的な侵害について、日本政府に対し注意喚起したい」
として実情について説明を求めた50。

特別報告者は、最高水準の労働者保護を求めている
複数の人権条約および日本国憲法に触れた51。もし、
これらの条約や憲法が適切かつ完全に適用されるなら
ば、現在福島県で進行中の除染プログラムは中止され
るだろう。

実情を反映していない日本政府の報告 
2018年8月に日本政府が示した反応は、福島県で働
く原発・除染労働者は法の下に守られている、という
事実とは異なる主張を繰り返すものだった。外務省は
「福島の労働者の放射線を管理をしている。すでに国
際連合人権高等弁務官事務所にデータとともに情報提
供をした（略）にもかかわらず、この声明が出された
ことは非常に遺憾だ。ジュネーブの国際連合人権高等
弁務官事務所に伝えてある52」という。外務省の職員
が「私たちは過去、問題を適切に扱ってきたし緊急に
対応が求められるような状況とは考えていない53」 
と述べたことは、労働者の権利や安全を考えない、
独善的な態度を表したものだろう。2018年に日本政
府が国連に提出した文書には、「事業者に対し、除染

電離則2に基づき、① 作業場における外部被ばく測
定、② 作業員に対する特別教育、③ 必要な防護措置
等を実施することを義務づけている。また、福島労働
局において『除染作業等に係る総合対策』を策定し、
元請け事業者に対する指導や現場への訪問指導等を
行っている 54」とある。しかし、それらのどれも遵守
されていない事例が明らかになっている。グリーンピ
ースは元労働者から以下の証言を得ている。「政府は
全く把握していないですね。私たちは、将棋の駒で、
切り捨てられる。入れ替えはいくらでもきくから。管
理していると言っているかもしれませんけど、実際は
もう私が浪江に入ったってことすら記録は一切ない
わけですからね。国が管理してるというのは嘘だと言
えます」。また、現場への訪問指導について、被ばく
労働を考えるネットワークのなすび氏は、「国の職員
が時々その現場を見に来る。見に来るけれども、あら
かじめ、業者にいついつ行くと伝えて行くわけですか
ら、実際に抜き打ちに行くわけではないので普段の
実態は見られていない。福島第一についても同じ」、 
「国が言っているのは希望的なものでしかない。実際
には国でも確認できてないだろう」と語った 55。

労働者の危険な現実
なすび氏がグリーンピースに述べた実例によると、
「実際に除染労働の現場で不正が行われているという
ことで、環境省に電話をした労働者が相談に来たこと
がある。彼が環境省に電話をした後、環境省はその元
請け企業に労働者からこういう告発があった、これを
なんとかしろ、というふうに指示して、元請けが下請
けに対して、こういうことがあった、という。そうす
ると、告発内容を見ると実はどこの労働現場かだいた
い分かるので、結局告発者探しになる。告発した本人
がクビになったり、その人が働いている業者ごと、仲
間の同僚の労働者がみんなクビになったりということ
は今までも起こっている。そういうことが見せしめ的
に行われているので、実際には現場から労働者自身の
声というのは出てこない56」という。

放射線被ばくの問題では、国連の特別報告者が日本政
府に対し、以下のように申し立てている。「受領した
情報によれば、労働者の採用の性質や、公式な労働者
や下請業者の従業員の不安定な状況により、ガイドラ
インの誠実な適用が妨げられている可能性がある。
その一方で、証拠によれば、除染作業員の被ばくは、
これら作業員の健康に深刻な潜在的影響を与えている
可能性がある57」。これに対し、日本政府は以下のよ
うに答えている。「除染電離則では、下請けを含む全
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ての事業者に除染等業務従事者に対する健康診断等の
実施義務を課しており、労働者の採用の性質や置かれ
ている環境などによらず、労働者に対して一律に適用
されている58」。日本政府の反論は、現場で起きてい
ることと異なる。現に、2018年10月、グリーンピー
スは以下の証言を得ている。「50ミリシーベルト未満
の人は全くその後何もない。データベースを作りたい
ためにそれぞれの人が自分で健康診断を受けてくださ
い、あるいはその次の会社で健康診断を受けてくださ
い、そのデータを国にください、ということになって
いる。国が一人ひとりの労働者の健康を見守って、何
か異常があった場合には対応するというような体制
はとられていない59」。政府は規則が厳格に適用され
ていることを前提とし、労働者は保護されていると主
張するが、現実には、規則は日常的に破られている。
日本政府が国連に対し述べた「下請け業者がホームレ
スのように身元が判明しない者を雇用するということ
はない60」などというのは、福島で起きている現実を
反映していない。なすび氏は、「東電福島第一原発の
労働者が白血病になり、その裁判に取り組んでいる
が、裁判の中で、実際には国が言っていることが全然
違う、まともな安全管理が行われていなかったという
ことが出ている。国は指導してやらせていると言うか
もしれないが、実際にそうされているかどうかを国は
確認はできていない61」。複雑な下請けネットワーク
を実効性のあるやり方で監督することは、難しい。福
島第一原発の労働者や除染労働者の送り込みに組織的
犯罪集団が関わっていることにより、状況は悪化して
いる。なすび氏は、「ある原発に入っている企業が、
その労働者からピンハネした賃金分がそのままヤクザ
にお金が流れていたということが分かって、実際に警
察に捕まるといったこともあった。それはおそらく氷
山の一角で、そういったことはかなりあると思う。表
向きは、反社会的集団を排除するということを元請け
企業を集めて指導しているので、公にはなかなか認め
ないと思うが、（福島のケースでも）ヤクザが就労に
関わっているということはあると思う62」という。

結論
国連特別報告者が日本政府に、東電福島原発事故起因
の有害な放射線にさらされている労働者の問題と労働
者の権利の問題への支援を申し出ているにも関わら
ず、日本政府は、ほぼ完全に沈黙を貫いている。 

国連の特別報告者からの最初の勧告が出てから6年以
上が経つが、労働者の環境が改善されたという証拠

はほとんどない。福島原発や除染の労働者は、基本
的な権利、そして「自らが安全ではないと信ずる状況
を回避する権利、そして作業に関わる健康と安全に
ついての情報を得る権利63」を侵害され続けている。
見当違いで非効率な除染プログラムが、放射線のより
高い地域で行われるにつれ、作業員はより高い被ばく
リスクにさらされる。日本政府の独善と、東電福島原
発労働者および除染労働者の権利侵害を容認すること
はできない。これは国際的な人権条約上の義務に違反
するものである。
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福島県浪江町の除染廃棄物保管場で作業する労働者
（2018年10月）
© Shaun Burnie / Greenpeace



Greenpeace Japan 
39 | On the Frontline of the Fukushima Nuclear Accident



Greenpeace Japan
On the Frontline of the Fukushima Nuclear Accident | 40

福島県浪江町の小学生たち
（2018年10月）
© Shaun Burnie / Greenpeace

6. 子どもの権利
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2018年の4月、福島県浪江町、富岡町、飯舘村、川俣
町の山木屋地区と葛尾村にある14もの小中学校が 7
年ぶりに再開された。しかし、児童・生徒の数は、原
発事故前に21校で登録されていた約4,000人のうち
の3%にとどまったという65。浪江町、飯舘村、葛尾
村の帰還困難区域は、放射線レベルが高く、居住が制
限されている。日本のメディアでも報道されているよ
うに、より若い世代の住民は、放射能についての不安
や、すでに他の場所で新しい生活を始めているなどの
理由から帰還しない傾向がある66。グリーンピースに
よる2018年の放射線調査は、こうした不安が正当で
あることを裏付けている。

国連子どもの権利条約
日本政府はここ数年、避難指示を解除し、汚染された
地域への帰還を強いたとして、福島県の住民の権利、
特に家族や子どものそれを侵害してきたとして告発
されている67。グリーンピースの報告書『格差ある被
害 原発事故と女性・子ども』（2017年3月発行）で
も触れたように、日本は国際的な人権条約などの締約
国となっており、「子どもの権利条約」と二つの選択議
定書には、特に子どもの権利について、健康に対する
権利も含め、明確に記されている68。子どもの権利条
約のもと、日本は子どもの最善の利益を考える義務を
負っており、子どもの生存と発達および健康を確保
するものと定められている69。また、子どもは、子ど
もに影響を及ぼすことについて、自由に意見を表明す
る、その声を聴取される機会を与えられる権利を有す
る70。また情報へのアクセスも確保される。子どもの
権利条約の3条（1項）では、子どもの最善の利益が
「主として考慮」されるものとするとしている。「子
どもの最善の利益」とは、将来の世代を含み、到達
可能な最高水準の健康を享受することであり、それに
は、有害な科学物質や汚染物質の曝露からの防護が求
められる71。日本の場合、これらは、子どもたちを国

際的に定められた年間1ミリシーベルトを超える被ば
くから守ることを意味すると考える。

国連総会での特別報告者報告
2018年にも日本政府の原発事故で被害を受けた子ど
もについての政策が国際的な批判を浴びた。今度は国
連総会（UNGA）の場だった72。国連の人権特別報告
者のバスクト・トゥンジャク氏は、国連総会に提出し
た報告書の中で次のように述べた。「日本が2017年 
の国連人権状況をモニタリングするメカニズム（普遍
的・定期的レビュー／UPR）において、原発事故以
前の被ばく限度に戻すこと、という勧告を無視してい
ることについて残念である73」。そして日本政府に対
し、子どもと出産年齢の女性を、7年前の事故の前に
は安全、健全と考えられていたよりも高い放射線レベ
ルの地域に帰還させる政策を見直すように求めた。
トゥンジャク氏は日本政府の許容放射線量を20倍に
引き上げた決定を非難し、「特に子どもの健康と福祉
に過剰な放射能が与える潜在的な被害について深く憂
慮する」と述べた。2018年3月、日本に対する国連
人権理事会のもとで行われたUPRでドイツが、許容
放射線量を年間1ミリシーベルト以下に戻すことを勧
告し、日本は「フォローアップに同意」した74。しか
し、トゥンジャク氏は、その勧告が守られていないと
したうえで、子どもの有害物質への曝露についてまと
めた報告書（2017年）75 を参照し、日本は、子ども
の権利条約の参加国として、子どもの被ばくを最小限
に抑える義務があると述べた。国連特別報告者が示し
たように、日本は子どもの権利条約の締約国として、
子どもの最善の利益を考慮して、子供の生存、発達、
到達可能な最高水準の健康についての権利を尊重し、
擁護し、確実に守られるようにする義務がある。もし
日本がこの義務を遵守するならば、現在の除染プログ
ラムと避難指示を次々と解除していく政策はとられな

     「 曝露（被ばく）の時期は、有害な科学物質への曝露 が
 健康と暮らしについての権利に悪影響を与えることに
 なるかどうかについて、致命的な要素である。子どもは  
 小さな大人ではない。高レベルおよび低レベルの曝露に
 おいて、子どもは大人に比べてはるかに感受性が高い64」
                              国連人権理事会　特別報告者による文書より　2017年9月
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いだろう。ニューヨークの国連本部で、トゥンジャク
氏は日本に対し、被ばくの基準を年間20ミリシーベ
ルトにしたことや避難指示解除についてを含め、東電
福島第一原発事故に関しての政策決定がどのようにな
されているのか、それらが子どもの最善の利益を考慮
するという条約の原則にどうして反していないと言え
るのか、詳細な説明を求めた。

日本の市民社会は、日本政府の原発事故をめぐる政
策や子どもに関連することについて、2011年から継
続的に批判をしていた。国際人権NGOヒューマンラ
イツ・ナウは、2017年に子どもの権利委員会に提出
した意見書の中で、「政府は、事故当時福島県に住ん
でいた18歳以下の子どもの被災者に対しての2年に
1度のエコー検査を除き、無償で定期的、そして包括
的な健康診断を実現することができないでいる76」と
述べている。2018年10月にはNPO法 3・11甲状腺
がん子ども基金が、子どもの権利委員会に意見書を提
出し、現状の健康調査のあり方について「原発事故時
福島県に住んでいた子どもの甲状腺がんの発生率を
正確に評価できるしくみが整っていない。事故時に
福島県にいたすべての子どもを把握しておらず、福島
県との関係を断ち切ったような、公式な “避難者” の
カテゴリーにあてはまらない人々についてはわからな
くなっている。たとえ、人々が福島県から離れたとし
ても、がんと診断された子どもを正確に把握すること
は必要である。また、前述したように、甲状腺検査は
福島県外においてもなされるべきである77」と批判し
ている。

子どもへの被ばくリスク
グリーンピースが、浪江町と飯舘村の避難指示が解
除された地域に子どもを含む住民が帰還した場合の
生涯被ばく線量を推定したところ、公衆の健康と安
全の観点から容認できないレベルになり得ることを
確認した78。その範囲は、70年間で、39ミリシーベ
ルトから183ミリシーベルトであった。自然放射能に
よる生涯被ばく線量をはるかに超えている。浪江町、
飯舘村を含む福島県の帰還困難区域では、避難指示が
解除された地域よりも放射線量はさらに高いので、生
涯被ばく線量はより高くなるだろう。

長期的な低線量被ばくに対する疫学研究は、白血病な
ど非固形がんに対するしきい値はないと結論づけて
いる79。放射線による固形がん過剰リスクは、線量が
増えれば増えるほど直線的に、そして一生を通して増
加し続ける。それが国際放射線防護委員会（ICRP）

の放射線防護の国際基準の基礎をなす知見だ 80。子ど
も、そして女性と若い層の人々は、放射線に対する感
受性がより高いことが知られている。汚染された地
域に帰還すれば何十年もの間、被ばくし続けることに
なる。

原子放射線の影響に関する国連科学委員会
（UNSCEAR）も「すべてに対してではないが、複数
の健康影響については、子どもの放射線への感受性
は、成人の2〜3倍高いことがあるというのは事実で
ある81」と認めている。一般に子どもは放射線に対し
てより感受性が高く、短期的な影響やいくつかの長期
的な影響がより出やすい。米国小児科学会は、例え
ば、甲状腺、骨髄、胸部、脳などの組織は成人より子
どものほうが感受性が高く（2018年）、これらの組
織のがんにかかる子どものリスクが高まると報告し
た。他の組織（例えば、肺、膀胱）に関しては、成人
より子どものほうがリスクが高いということはないよ
うである82。

 線量
(µSv/h)

24時間 屋外
(mSv)

12時間 屋外
(mSv)

8時間 屋外
(mSv)

0.1 22 15 13
0.2 44 31 26
0.3 65 46 39
0.4 87 61 52
0.5 109 76 65
0.6 131 92 78
0.7 153 107 92
0.8 174 122 105
0.9 196 137 118
1.0 218 153 131
1.1 240 168 144
1.2 262 183 157
1.3 283 198 170
1.4 305 214 183
1.5 327 229 196
1.6 349 244 209
1.7 371 259 222
1.8 392 275 235
1.9 414 290 249
2.0 436 305 262
2.1 458 320 275
2.2 480 336 288
2.3 501 351 301
2.4 523 366 314
2.5 545 382 327
2.6 567 397 340
2.7 589 412 353
2.8 610 427 366
2.9 632 443 379
3.0 654 458 392

表12: 異なる空間線量、異なる屋外滞在時間に応じた生涯線量（70年）

生涯線量 (70年)

表12：異なる空間線量、異なる屋外
滞在時間に応じた生涯線量（70年）
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UNSCEARなどが結論づけているように、子どもの
ほうが外部およびだいぶ被ばくの量が成人より多く
なりやすいのは、背が低く、身体や臓器のサイズが小
さいことにある。これから生きていく期間が長い子ど
ものほうが、発病に至ったり、進行するなどの影響が
出る。また、子どもは汚染したものをつまんだり、ま
たその手を口に入れたり、はいはいしたりしたときに
土壌に触れたり、他にも、汚染された牧草を餌にした
牛の乳を摂取するなどして、放射性物質を取り込みや
すいといえる。日本政府によって設定されている年間
20ミリシーベルトという避難解除基準は、国際放射
線防護委員会（ICRP）により成人の原発労働者に許
されている限度と同じレベルである。それが、男性、
女性、子ども、乳児などに適用されているのである83。
世界中の原子力施設で働いている労働者たちは、法律
のもと管理されおり、飯舘村や浪江町などへ帰還する
子どもや住民よりも守られているということは、衝撃
的である。

国連子どもの権利委員会
2019年1月15日から16日にかけて、第80回子ども
の権利委員会が開催され、日本の子どもの権利条約遵
守状況について検討された84。委員会は、日本政府に
対し、東電福島原発事故に関する子どもの医療支援を
含め、子どもの権利条約の遵守状況についての情報提
供を求めた85。グリーンピースは、子どもの権利委員

会に意見書を提出した。その中で、日本政府との対話
の際に、生涯被ばく線量の問題など、子どもの被ばく
について取り上げること、また、東電福島原発事故に
関する政策について子どもの権利条約を適用すること
を、日本政府に求めるよう委員会に訴えた。2019年
1月の委員会で、委員は日本政府代表団に対し、東電
福島原発事故と子どもの権利について複数の問題を
指摘した。その中には、子どもの知る権利、事故の影
響、長期的健康モニタリング、福島県の子どもたちの
甲状腺がんにかかる割合に関する対策についての質
問が含まれた。子どもの権利条約の履行状況につい
て、外務省が責任を負っていることも確認された。

日本政府代表団の委員への返答は、説得力のあるもの
でもなく、理解しやすいものでもなかった。文部科学
省は、学校において児童生徒等が受ける線量について
は、年間1ミリシーベルト以下とすることを求める通
知「福島県内の学校の校舎・校庭等の線量低減につい
て」を2011年8月に出したことを述べた86。文部科
学省は同通知で空間線量について1マイクロシーベル
トを目標とした。しかし、ここでの問題は、福島県で
現在再開済みの学校における被ばくは低減したかもし
れないが、例えば飯舘村や浪江町では、学校がある場
所で放射線レベルが年間1ミリシーベルトを大きく超
えていたことが、グリーンピースの調査で示されてい
ることである。
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福島県飯舘村の子どもたち
（2018年10月）
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2019年2月1日に公表された同委員会による総括所見
には、東電福島原発事故をめぐる対策についての重要
な勧告が7つ含まれていた87。そこには、「（a）避難
指示区域における被ばくが、子どものリスク要因に関
する国際的に受け入れられた知見と合致することを
再確認すること（b）避難指示区域外からの避難者、
特に子どもに対し、経済的支援、住宅支援、医療そ
のほかの支援提供を継続すること（d）放射線量が年
間1ミリシーベルトを超える地域の子どもについて包
括的かつ長期的な健康診断を実施すること」が含まれ
ている88。日本政府が、子どもの権利条約の指針、お
よび、子どもの権利委員会から新たに出された勧告を
遵守するということは、国際的に勧告されている被ば
く限度年間1ミリシーベルト（年間20ミリシーベル
トではなく）を適用すること、浪江町や飯舘村の帰還
困難区域の避難指示解除の計画を含め、避難指示解除
計画の中止を意味する。国連子どもの権利委員会はま
た、2013年、国連特別報告者アナンド・グローバー
氏が日本政府に出した勧告の実施も求めた89。子ども
の権利委員会は「この総括所見にある勧告の全面的実
施を確実にするために、あらゆる適切な対策を講じる
よう」勧告している90。

現状の日本政府の政策は、子どもの権利条約の義務違
反にあたる。日本は同条約の署名国であるが、東電福
島原発事故に起因した放射能から子どもを守っている
とは言えない。被ばくから子どもを守ることは、子ど
もには健康に対する権利があることから当然である。
しかし、特に胎児および乳児が放射能の影響を受け
やすいことを考えれば、現在のような放射線状況の中
で、すべての子どもに対し「到達可能な最高水準の健
康」「子どもの生存および最大限の発達」を実現する
のは不可能に近い。

結論
日本政府の東電福島原発事故対応は、子どもの人権擁
護のための国際的な条約等を守っているとは到底言え
ない。国連人権理事会加盟国による勧告を無視し、被
ばくによるリスクをないものとしている。吉野正芳元
復興大臣は2018年に、100ミリシーベルトを浴びて
もがんのリスクがないと述べている91。これらの人権
侵害は、これまでも組織的で意図的であり、今後も続
くだろう。浪江町、飯舘村、葛尾村、双葉町、大熊町
の最も汚染された地域の避難指示解除が差し迫った
今、状況は悪化の一途をたどっている。
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福島県飯舘村の除染廃棄物保管場
（2018年10月）

© Christian Åslund / Greenpeace

7. 東電福島原発事故をめぐる政策
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2011年以来、日本政府は、被ばくのリスクはとても
低い、もしくは全くないかのように人々に思わせるこ
とに腐心してきた。そうした印象操作は、政府機関や
国際的な「専門家」の助けも得て、巧妙に行われてき
た。2017年3月の避難指示解除の前に、飯舘村住民
説明会で配布された内閣府原子力被災者生活支援チ
ームによる資料には、放射線のリスクについての説明
がある92。その説明は、誤った認識を読み手に与える
もので、国際的な放射線に関する知見を反映しておら
ず、また被ばくはできる限り避けなければならないこ
とも書かれていない。被ばくについて資料には次のよ
うに書かれていた。「放射線による被ばくに関する国 
際的な知見及び線量水準に関する考えは、以下のとお
りである。放射線による被ばくがおよそ100ミリシー
ベルトを超える場合には、がん罹患率や死亡率の上昇
が線量の増加に伴って観察されている。100ミリシー
ベルト以下の被ばく線量域では、がん等の影響は、他
の要因による発がんの影響等によって隠れてしまうほ
ど小さく、疫学的に健康リスクの明らかな増加を証明
することは難しい93」。これは、放射線のリスクは大
したことではないと思わせ、避難指示の解除、そして
年間20ミリシーベルトまでの被ばくを許容させると
いう政策を正当化したいがための印象操作である。
放射線防護の科学をないがしろにする行為に他なら
ない。

2017年3月に避難指示が解除された飯舘村と浪江町
の地域では、国際的にも勧告されている公衆被ばく限
度である年間1ミリシーベルトをはるかに上回ってお
り、今後数十年間にわたりそのような状態が続くだ
ろう。グリーンピースはこれが21世紀の半ばまで続
き94 、現在の政府の除染基準である毎時0.23マイク
ロシーベルトをはるかに上回ると推定している。毎
時0.23マイクロシーベルトという基準は、年間1ミリ
シーベルトを達成するために、政府が設定した目安で
ある。

政治による放射線（ミス）コミュニケーション
日本政府は2018年10月、ニューヨークで行われた
国連総会での国連人権特別報告者の報告に対して強
く抗議した95。日本政府は、国際放射線防護委員会
（ICRP）の勧告を恣意的に解釈している。日本の代
表は、「被ばく限度に関しては誤解があるように思わ
れます... 年間20ミリシーベルトはICRPの勧告に沿っ
ているものです」と述べ、参考レベルについて20ミ
リシーベルトのみに触れた。そして「明確にさせてく
ださい。政府は個人の追加的被ばく線量年間1ミリシ
ーベルトという長期的な目標を達成するための努力を

今日まで続けています。私たちは特別報告者の声明が
不正確な報道を招きかねないと憂慮しています。…東
日本大震災と福島第一原発事故から７年が経ち、被災
した地域の人々はいまだに不正確でネガティブな風評
に苦しんでいます…」と続けた96。

日本政府もよく理解しているように、ICRP2007勧
告は、現存被ばく状況（事故後に放射線が残っている
時期の被ばく）での参考レベルを年間1〜20ミリシー
ベルトの下方としている。ICRP109は、「一般に緊急
時被ばく状況で用いられる参考レベルの水準は、長期
間のベンチマークとしては容認できないであろう。通
常このような被ばくレベルが社会的・政治的観点から
は耐えうるものではないからである。したがって、政
府と規制当局またはそのどちらかがある時点で典型
的には委員会によって勧告されている年間1〜20ミリ
シーベルトの範囲の下方に、新しい参考レベルを確認
し、設定しなければならないであろう97」（日本アイソ
トープ協会訳）としているのだ。日本政府は、国連総
会の場においても、日本の人々に対しても、勧告が 
「下方」としていることについては触れていない。

科学の軽視と最適化の軽視
日本政府は低線量被ばくによるがんや、そのほかの健
康リスクの科学的証拠についてよく認識しているはず
である。例えば、英米仏における30万8,298人もの
放射線従事者を研究したもので最大規模のコホート
研究は、2015年に「この研究では、低線量被ばくと
白血病との関連を示す強力な証拠を示している」とし
た。重要なのは、この研究が年間1〜5ミリシーベル
トの範囲で被ばくした労働者に、白血病の相当なリス
クがあるとしたことだ98。このような分析は、妊婦を
含めて、100ミリシーベルト以下では放射能リスクを
示す証拠はないとする日本政府の東京電力福島原発事
故をめぐる政策に疑問を投げかけるものだ。日本政府
は、放射線防護と低線量のリスクについて正確に伝え
るための国際的な最良事例を適用せずに、「ライフス
タイルにおける異なる特徴や放射線に対する感受性が
異なっていることから、アジアの労働者は西洋の労働
者とは異なる死亡率および白血病羅患率となるかもし
れない99」（2018年）と主張する科学者たちを擁護し
ている。日本政府はまた、ICRPのいう最適化原則に
ついても恣意的に解釈している。ICRP111は、最適
化の基本原則は、被ばくを「合理的に」可能な限り低
く抑えることが必須と説明している100。ICRP111は
「その目的は、個人線量を参考レベルより下に低減す
ることをめざして最適化された防護戦略、すなわち段
階的に進む一連の防護戦略を履行することである」 
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「防護の最適化は、将来の被ばくを防止または低
減することを目的とした前向きな反復プロセスで
ある101」（日本アイソトープ協会訳）と勧告してい
る。ICRPが参考レベルは時間の経過とともに下げら
れるべきとしているのは非常に重要だ。これらは日本
政府の政策に反映されていない。なぜなら、浪江町や
飯舘村の元居住制限区域や帰還困難区域などは、除
染しても年間1ミリシーベルトの達成は見込めないと
認識しているからだ。しかし、そうした居住制限区域
は避難指示が解除されており、帰還困難区域もその一
部で2020年から2023年の解除が目指されている。

除染基準の見直し
日本政府は、帰還困難区域などで、長期的な目標とす
る年間1ミリシーベルト（日本政府による毎時への換
算で0.23マイクロシーベルト）が達成不可能である
ことを認識している。目標の毎時0.23マイクロシー
ベルト、もしくは年間1ミリシーベルトについて、達
成すべき時期についても明らかにしていない。もし
明らかにするとなれば、達成には数十年、より汚染さ
れた地域においては、来世紀までかかることを説明し
なければならないだろう。それを避けるため、毎時
0.23マイクロシーベルトという値を見直すことを選
んでいるのだ。

帰還する住民が被ばくする線量の見積もりに関する議
論の中で、原子力規制委員会（NRA）の委員長は、
事故当初手探りの状態で決められた保守的な数字とし
て毎時0.23マイクロシーベルトを「改めないと帰還
や復興を阻害する」と発言した（2018年1月）102。 

毎時0.23マイクロシーベルトを、毎時0.8マイクロ
シーベルト、もしくは毎時1マイクロシーベルトに修
正する可能性が示唆されていた。これらは年間に換
算すると、3.46〜4.34ミリシーベルトにもなる。現
在原子力規制委員会のもとにある放射線審議会で議
論されている103、その内容はほとんど知られていな
い。2018年9月の放射線審議会で、委員が「0.23
は、住民にとって安全かどうかの固定観念（基準）に
なっている」、「除染をしても線量が下がらないなか
で、0.23が大きな問題として残っている」などと発
言したと報道された104。放射線審議会は、毎時0.23
マイクロシーベルトを浴びても、実際には年間1ミリ
シーベルトまでにならないとして、基準の見直しを検
討している。しかし、この考え方には欠陥がある。

ガラスバッジの低い信頼性
日本政府は、帰還者の被ばく線量推定にガラスバッジ
と呼ばれる機器（蛍光ガラス線量計）を使っている。
ガラスバッジのデータを基にすると、汚染された地域
に住んでいる住民への影響が過小評価されることにな
る。ガラスバッジは、空間線量を測定する機器から推
定できる値よりも30〜40％ほど低くなる105。その理
由の一つに、ガラスバッジは本来、原子力施設で使用
されるために設計されており、比較的低い放射線が様
々な場所から飛んでくるような場所の使用は想定され
ていないことがある。また、ガラスバッジを身に付け
ると行動を変えてしまうことも指摘されている。つま
り、放射能防護に意識が向いて、外にいる時間を制限
したり、子どもを外で遊ばせないようにするなど、ラ
イフスタイルを変える可能性がある。そうすると、ガ
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福島県浪江町住民の菅野氏
（2018年10月）



Greenpeace Japan
On the Frontline of the Fukushima Nuclear Accident | 48

ラスバッジをつけていないときの行動で受ける線量よ
りも低い放射線が記録される。つまり、ガラスバッジ
による推定被ばく線量が、避難指示解除の意思決定時
の参照レベルとして使われると、変化してしまったラ
イフスタイルが帰還後のライフスタイルの基準とみな
されることにつながる。それでは人々が放射線防護に
気をつければ気をつけるほど、推定の被ばく線量が低
くなり、より線量の高い地域の避難指示が解除されや
すくなる、という矛盾を生み出しかねない。これは暮
らしの質にかかわる重要な問題だ。政府はこうした重
要な事実を住民や地域の政治家に告げることなく、ガ
ラスバッジを配布してきた。2015年に福島県伊達市
の市議会の議員研修会で、ガラスバッジを住民が利用
する際の問題点が指摘された。そこでは、放射線測定
に詳しい青木一政氏が「一方向から放射線を浴びるこ
とが多い放射線業務従事者向けに設計されたものを、
住民の被曝管理用として使うこと自体が無謀」と意見
を述べている106。その会議に出席していたガラスバッ
ジの製造業者である株式会社千代田テクノルの執行役
員は、自社のガラスバッジで実際の被ばく線量より低
い数字が表示されることを指摘され、状況をきちんと
考えずに配布したことを謝罪したという107。

フランスの放射能測定機関ACRO（アクロ）のデビッ
ド・ボアイエ博士は、「計算を変えると、（現在は年間
20ミリシーベルトを意味する）毎時3.8マイクロシー
ベルトという高い基準が適用される可能性があるが、
それが年間20ミリシーベルトを意味せず、たとえば
年間5ミリシーベルトを意味することになるだろう。
そうすると政府は、現場の状況を変えることなく、単
に計算のルールを変えることによって、福島県の住民
の帰還のための基準を緩和してしまうことになるだろ
う108」と説明している。ガラスバッジは個人の放射
線防護のためのもので、除染すべきか、または、避難
指示を解除すべきかどうかを決めるために使われるべ
きではない。しかし、効果が非常に限定的な除染計画
を進める日本政府は、まさにそのような使い方をして
いるのだ。

伊達市の住民をめぐる論争
伊達市住民の被ばく線量についての論争は、2019年1
月にエスカレートした。伊達市の住民の被ばく線量を
分析した科学者、東京大学名誉教授の早野龍五氏が、
同市住民の被ばく線量を「意図的ではなかった」が、
誤って過小評価したと自ら認めたのだ109。早野氏が
国際的な学術誌で論文を発表した後に疑義が寄せられ
ていた110。早野氏は、福島県での放射線リスクに関

するコミュニケーションにおいて重要な役割を果たし
ていた。また、内閣府を含む国の機関からも頻繁に助
言を求められる立場にあり、さらには、千代田テクノ
ルのガラスバッジの使用を推進してもいた。その論文
に使用された伊達市の住民のデータのうち、2万7千
人（伊達市からは5万9千人分のデータが提供されて
いた）分について、本人たちの同意がなかったこと、
また公表前に福島県立医大の倫理委員会のレビューを
受けていなかったことも発覚し、この論争はさらに複
雑化している。この問題は現在伊達市により調査され
ている111。

2011年、福島県の県民健康調査の当時の座長はその
目的について、「原発事故に係る県民の不安の解消、
長期にわたる県民の健康管理による安全・ 安心の確
保」であり、「今回の福島第一原子力発電所事故によ
る健康影響は極めて少ないと考えられる」ことを住民
に理解してもらうことだと言ったという112。東電福
島原発事故から8年が経とうとしているが、放射線が
住民の健康に及ぼすリスクはほとんどないという日本
政府のコミュニケーションの目的は今も変わっていな
い。東電福島原発事故の影響から住民の健康を守る立
場において、こうしたアプローチは、科学的論拠を欠
いており、人権軽視である。

避難者の住宅問題
 「日本政府の避難指示解除決定と福島県の住宅支援
の打ち切り決定は、自力で避難した多くの人々に帰還
への大きな圧力をかけている」、「段階的に行われて
いる避難指示の解除は、今世紀最悪の原子力災害によ
って、暮らしに被害を受けた人々に大きな苦痛を与え
ている。多くの人々が、政府が以前安全とみなしてい
たレベルを上回る放射線量の地域を含む、安全と言え
ない地域に帰還することを強いられていると感じてい
る」と、国連特別報告者のトゥンジャク氏は述べてい
る（2018年10月）113。

これに対し、2018年10月に日本政府が国連総会で以
下のように述べたことは、住宅問題と自力で避難し
た人々の問題についての状況を意図的に不正確に伝え
るものとなった。「自主避難者への住宅支援について
は、福島県は民間の住宅の家賃に対しての経済的な支
援の形で提供し続けています。（略）住宅支援の停止
という表現はそれゆえ不正確です。自主避難者が元の
家に帰ることは個人個人の判断のみによって決定され
ています。（略）政府は誰に対しても帰還を強いるこ
とはしなかったし、これからもしません114」。
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実際、日本政府と福島県は、避難者の人数を人為的
に減らす政策を採用した。復興庁の公式な避難者数の
統計には、避難指示区域外からのいわゆる自主避難者
は含まれないが、福島県によって供給された数字には
含まれていた。しかし、2017年3月をもって、福島
県は区域外からの避難者を統計に含めることをやめ
た。2017年8月、「国が発表する東日本大震災の避難
者数が4月以降、大幅に減少している。東京電力福島
第一原発事故の影響で全国に避難した人のうち、『自
主避難者』の避難先住宅の無償提供が3月末で打ち切
られ、各市町村が自主避難者の多くを『避難者』に計
上しなくなったためだ」と報道された115。

2017年7月時点で避難者は全国に8万9,751人となっ
ており、2017年3月の数字と比較すると2万9,412人
の減少である。これは2017年4月1日以降、福島県が
区域外からの避難者を統計から除く決定をしたため、
政府の統計からも消えたのだ。この決定は、区域外避
難者への住宅支援の打ち切りと時期を同じくしてい
る。2012年、区域外からの避難者は6万人と推定さ
れていたが、これらの人々がすべて公式記録から消え
たのである116。

福島県は2018年8月、富岡町、大熊町、双葉町、浪江
町の全域と、葛尾村と飯舘村の帰還困難区域からの避
難者について、住宅供与を2020年3月まで延長する
と発表した117。これらの住宅供与の延長を決定した
ことは、部分的には避難者の献身的な申し入れや、避
難者の代理人や市民社会からの要請があったからこそ
であり、また国連で問題化されたことも後押しとなっ
た可能性がある。これらは歓迎されるものの、（住宅
支援を打ち切られた）区域外からの避難者を含め、数
万人にのぼる国内避難は終わりが見えず、避難者が直
面する困難は、2020年で終わるわけではない。避難
区域外からの避難者については、2017年3月末に住
宅支援が打ち切られたままだ。打ち切り後に家賃を払
えない避難者に対しての立ち退き訴訟が起こされてお
り、それは、人権侵害のまた別の例である。
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8. 結論と提言

福島県浪江町の小学校の校庭で作業する労働者
（2018年10月）
© Shaun Burnie / Greenpeace
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2018年の調査結果から導き出されるのは、安倍政権
の帰還政策を今すぐに見直さなければならない、とい
うことである。包括的で透明性を確保した政策の見直
しを行い、条約上の、また国内法で定められた人権擁
護義務を遵守するべきである。本報告書では、子ども
と労働者に着目している。それは子どもと労働者は、
被ばくの最前線にいるからである。子どもは放射線の
影響を成人より受けやすいにもかかわらず、高い線量
の避難基準で帰還させられている。そして、高い線量
の地域で除染をし、東京電力福島第一原発で働いてい
るのは労働者である。

労働者の搾取
福島原発の労働者や除染作業員は、基本的な労働者と
しての権利を侵害されている。基本的な労働者の権利
には「自らが安全ではないと信ずる状況を回避する権
利、そして作業に関わる健康と安全についての情報を
得る権利118」が含まれる。グリーンピースは、除染作
業員が除染をしているその場所の調査を行った。そこ
で計測された線量は、原発構内であれば、緊急措置が
求められるレベルだった。にもかかわらず除染作業員
は、日常的にそうしたレベルの中にいて、また、その
賃金は低い。見当違いで非効率な除染プログラムが、
放射線のより高い地域で行われるようになるにつれ、
作業員はより高い被ばくリスクにさらされる。日本政
府の独善と、福島県の労働者の権利侵害を容認するこ
とはできない。これは国際的な人権条約上の義務に違
反するものである。

国連子どもの権利条約の違反
日本は子どもの権利条約の締約国として、子どもの最
善の利益を考慮して、子供の生存、発達、到達可能な
最高水準の健康を保証する義務を負っている119。日本
政府がそうした義務を果たすためには、子どもを含め
年間20ミリシーベルトまで被ばくさせるような帰還
政策は撤回し、子どもの権利を擁護するという条約上
の要求を遵守しなければならない。要求には有害物質
や汚染にさらされないようにすることが含まれる120。
そのためには、被ばく限度を年間1ミリシーベルトに
戻さなければならない。

日本政府批判
日本政府が国連加盟国に向けて、国連人権理事会のも
とで行われた普遍的・定期的レビュー（UPR）の勧告

を受け入れると表明してから1年を経たが、安倍政権
がそれまでの東電福島原発事故をめぐる政策を改め、
避難者、特に子どもと女性の人権を優先させる政策へ
と変更する兆しは見られない。

しかし、日本政府がその福島政策を改めない限り、国
内および国外からの批判から免れることはできない。
東電福島原発事故が始まってから8年経ったが、何千
人もの福島原発事故被害者が東電や政府を相手取って
訴訟を起こしている。それには東京地方裁判所で行わ
れている東京電力刑事裁判121、最近になって浪江町
の住民によって起こされた裁判も含まれる122。

日本政府は、日本の、特に女性と子どもを安全と言え
ないレベルの放射線にさらす避難指示解除政策につい
て疑義を唱えた国連人権理事会の専門家に対し、遺憾
の意を表明した。それと同時に、原発労働者は、低賃
金、包括的な医療へのアクセス、危険なレベルの放射
線にさらされない権利などに関して不当な扱いを受け
続けている。グリーンピースの調査は、福島県で最
も汚染が深刻な地域の進行中の危機に焦点を当ててお
り、国連の人権専門家の告発が正当であることを裏付
けている。

日本政府への提言
・ 生涯にわたる被ばくのリスクを含む科学および福

島県民の意思に基づかない現在の帰還政策を改め
ること

・ 国連人権理事会のもとに行われた普遍的・定期的
レビュー（UPR）の勧告、および国連特別報告者
の、被ばく限度を年間1ミリシーベルトに設定する
ことを含め、すべての避難者（避難指示区域外から
の避難者を含む）と労働者の権利（被ばく限度を年
間1ミリシーベルトに戻すことを含む）についての
勧告を実行すること

・ 子どもの権利擁護を東電福島原発事故をめぐる政策
に反映させることを含め、子どもの権利条約上の義
務を履行すること、および子どもの権利委員会の勧
告を実行に移すこと

・ 除染基準である毎時0.23マイクロシーベルト（年
間1ミリシーベルトの政府による毎時換算）という
値について、定義及びいつまでに達成するかを明ら
かにし、より高い線量を設定するような見直しはし
ないこと
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・ 浪江町（津島、室原、末森、大堀地区を含む）、双
葉町、大熊町、富岡町、飯舘村、葛尾村の避難指示
解除計画を撤回すること

・ 労働者の保護のため、現在の帰還困難区域での除染
をやめること

・ 避難政策について、避難当事者（避難指示区域外か
らの避難者を含む）が参加する協議機関の設置を含
め、住民の意見を反映させる透明性の高いプロセス
を構築すること

・ 住民の健康を守り、経済的な理由により帰還を選ば
ざるを得ないような状況ではなく、自らの意思によ
って帰還するかどうかを選択できるよう、避難者に
対する完全な賠償と経済的支援を行い、科学と予防
原則に基づいた被ばく低減策を講じること

・ 国連特別報告者からの対話とガイダンスの申し出、
およびまだ受け入れていない日本訪問の申し込みに
応えること

グリーンピースの調査結果は、日本政府が、現状の避
難指示解除政策を見直し、国内および国際的な人権保
護の義務を守り、現状の政策の包括的かつ公開の場で
の評価を行うことが緊急であることを示している。
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9. 付録
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Zone-01; Area of small road south of Route 253,
(212 points) at 1m high, 2018/10/26
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       Min = 2 uSv/h
       Av. = 4.5 uSv/h

100% of points above 1 uSv/h
100% of points above 0.23 uSv/h

Zone-02; Area of small road south of Route 253,
(280 points) at 1m high, 2017/09/26

       Max = 9.3 uSv/h
       Min = 3.8 uSv/h
       Av. = 5.6 uSv/h

100% of points above 1 uSv/h
100% of points above 0.23 uSv/h
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浪江町大堀地区（帰還困難区域）

グラフ：空間線量の割合　2017年と2018年　歩行サーベイ

大堀地区中心部253号線の南側側道部分　2018年

大堀地区中心部253号線の南側側道部分　2017年

画像：253号線と大堀地区の集落　
放射線測定地点を示す　2018年10月23日　
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Zone-01; Around the house (walking offroad),
(394 points) at 1m high, 2018/10/21
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Zone-04; Farmland right of house (walking offroad),
(597 points) at 1m high, 2018/10/21
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       Av. = 0.8 uSv/h
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100% of points above 0.23 uSv/h
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Zone-05; Forest behind house  (walking offroad),
(330 points) at 1m high, 2018/10/27

       Max = 2.4 uSv/h
       Min = 1.2 uSv/h
       Av. = 2 uSv/h

100% of points above 1 uSv/h
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Zone-09; Path to rice field North (walking on-and-off 
road), (996 points) at 1m high, 2018/10/27
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       Min = 0.6 uSv/h
       Av. = 1.6 uSv/h

81% of points above 1 uSv/h
100% of points above 0.23 uSv/h
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ALL ZONES;  (walking on-and-offroad),
(2317 points) at 1m high, 2018/10/27

       Max = 5.9 uSv/h
       Min = 0.3 uSv/h
       Av. = 1.3 uSv/h

52% of points above 1 uSv/h
100% of points above 0.23 uSv/h

浪江町津島地区　菅野氏宅（帰還困難区域）

グラフ：空間線量の割合 （ゾーン別）2018年　歩行サーベイ
（一定パターンで歩行しながら測定）

ゾーン1 家屋の周辺

ゾーン5 牧草地 

全ゾーン 

ゾーン4 農地

ゾーン9 水田への道　
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Road from gate to gate (walking on-and-offroad),
(1696 points) at 1m high, 2017/09/25
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Road from gate to gate (walking on-and-offroad),
(1609 points) at 1m high, 2018/10/27

       Max = 2.8 uSv/h
       Min = 0.4 uSv/h
       Av. = 1.2 uSv/h

71% of points above 1 uSv/h
100% of points above 0.23 uSv/h
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浪江町津島地区（帰還困難区域）

グラフ：空間線量の割合　2017年と2018年　歩行サーベイ

津島地区　中心部道路上と脇　2017年

津島地区　中心部道路上と脇　2018年

画像：津島地区　集落の中心を走る道路の端から端の測定地点を示す　2018年10月　
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Zone-01; Path along river (walking on-and-offroad),
(1354 points) at 1m high, 2018/10/19
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Zone-02; Forest along river (walking on-and-offroad),
(2016 points) at 1m high, 2018/10/19

       Max = 4.8 uSv/h
       Min = 0.2 uSv/h
       Av. = 1.9 uSv/h

59% of points above 1 uSv/h
98% of points above 0.23 uSv/h
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Zone-03; Forest in front of school (walking on-and-off 
road), (1584 points) at 1m high, 2018/10/19

       Max = 2.9 uSv/h
       Min = 0.8 uSv/h
       Av. = 1.8 uSv/h

99% of points above 1 uSv/h
100% of points above 0.23 uSv/h
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Zone-04; Road in front of school (walking on-and-off 
road), (690 points) at 1m high, 2018/10/19

       Max = 0.8 uSv/h
       Min = 0.2 uSv/h
       Av. = 0.4 uSv/h

0% of points above 1 uSv/h
98% of points above 0.23 uSv/h
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浪江町（避難指示が解除された区域）

グラフ：空間線量の割合　2018年　歩行サーベイ

ゾーン1 川沿いの道 

ゾーン2 高瀬川沿いの森

ゾーン3 小学校前の森

ゾーン4 小学校前の道路

画像：浪江町の高瀬川（左）浪江町の小学校と幼稚園のある地域（右）　
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Zone-01; Road to house (walking on-and-offroad),
(447 points) at 1m high, 2018/10/24
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Zone-02; front and sides of house (walking on-and-off 
road), (464 points) at 1m high, 2018/10/24

    Max = 0.9 uSv/h
    Min = 0 uSv/h
    Av. = 0.4 uSv/h

    0% of points   
    above 1 uSv/h
    98% of points 
    above 0.23 uSv/h

P57_3 
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Zone-03; under roof of house (walking on-and-off 
road), (629 points) at 1m high, 2018/10/24

    Max = 0.9 uSv/h
    Min = 0.2 uSv/h
    Av. = 0.4 uSv/h

    0% of points   
    above 1 uSv/h
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    above 0.23 uSv/h

P57_4
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Zone-04; field up on left of house (walking on-and-off 
road), (542 points) at 1m high, 2018/10/24

    Max = 1.3 uSv/h
    Min = 0.5 uSv/h
    Av. = 1 uSv/h

    62% of points   
    above 1 uSv/h
    100% of points 
    above 0.23 uSv/h

2%

35%
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P57_5

Zone-05; forest behind house (walking on-and-off 
road), (952 points) at 1m high, 2018/10/24

    Max = 1.7 uSv/h
    Min = 0.5 uSv/h
    Av. = 1 uSv/h

    65% of points   
    above 1 uSv/h
    100% of points 
    above 0.23 uSv/h
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< 0.5and > = 0.23µSv/h
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P57_6
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76%

Zone-06; field low (walking on-and-offroad),
(1018 points) at 1m high, 2018/10/24

    Max = 1.1 uSv/h
    Min = 0.3 uSv/h
    Av. = 0.6 uSv/h

    1% of points   
    above 1 uSv/h
    100% of points 
    above 0.23 uSv/h

10%
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P57_7

Zone-07; field high (walking on-and-offroad),
(695 points) at 1m high, 2018/10/24

    Max = 1.4 uSv/h
    Min = 0.3 uSv/h
    Av. = 0.7 uSv/h

    10% of points   
    above 1 uSv/h
    100% of points 
    above 0.23 uSv/h

飯舘村　安齋氏宅（避難指示が解除された地域）

グラフ：空間線量の割合　2018年　歩行サーベイ
（一定パターンで歩行しながら測定）

ゾーン1 家屋へ続く道

ゾーン3 家屋の軒下

ゾーン2 家屋の正面と脇

ゾーン4 高台の畑

ゾーン5 裏山

ゾーン6 道路沿いの畑（北）

ゾーン7 温室が
あった土地
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福島県浪江町津島地区で作業する除染労働者
（2018年10月）
© Shaun Burnie / Greenpeace

福島県浪江町津島地区で作業する労働者
（2018年10月）
© Shaun Burnie / Greenpeace
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